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委員⻑（髙橋久⼀君）  おはようございます。ただいまより決算審査特別委員会を開きます。

  （午前１０時）
委員⻑（髙橋久⼀君）  本⽇の委員の出席状況は、全員出席であります。

  なお、説明員としては町⻑以下全員出席しておりますので、ご報告いたします。
  これより本⽇の議事⽇程により延会前に引き続き決算の審査を⾏いますが、質疑に際しましては簡明

にお願いいたします。また、当局の答弁も同様、審査の進⾏にご協⼒をお願いいたします。
  直ちに審査に⼊ります。

  １番、筒井義昭委員。
１ 番（筒井義昭君）  おはようございます。私のほうからも決算に関しまして質問したいと思いま

す。



  まずは、総務課のほうへ。24ページ、款、総務費、項、総務管理費、⽬、⼀般管理費、節、需⽤費、
備考として光熱⽔費581万5,770円が⽀出されております。この光熱⽔費、平成20年度決算では515万

3,140円、平成21年度決算では556万6,167円、毎年増加傾向にあります。平成21年度決算時には、防
災センターの冷暖熱効率が低かったことにより予想外の⽀出が⽣じたためとの説明でありましたが、今

回の22年度における対前年度⽐、光熱費24万9,603円の⽀出増の原因についてお伺いいたします。
委員⻑（髙橋久⼀君）  本宮総務課⻑。

総務課⻑（本宮茂樹君）  おはようございます。お答えをいたします。
  委員ご指摘のとおりこの節から⽀出されております光熱⽔費、20年度、21年度、22年度と増加して

いる状況にございます。この節からの⽀出につきましては、役場の⽔道料、電気料、それから防災セン
ターの⽔道料、電気料、こういったものが⽀出されてございます。昨年までは、会議センター部分⼀

部、これは合算になってございますが、⽀出されてございます。そういった中で、増加している状況に
ついての要因というご質問ございました。21年度から22年度にかけましては、ご案内のように防災セ

ンターの完成に伴いまして、別棟で展開してございました健康管理センター部分含めて新たに加わった
ということが⼤きな要因の⼀つになろうかなと考えてございます。22年度については、会議センターの

解体もございましたので、当然減ることが⾃然であるというふうに思いますが、逆にふえているという
ふうな状況になってございます。振り返ってみますと、22年度⼤変な猛暑でございました。また、冬期

間は⼤変な豪雪というような状況の中でこのような結果になっているのかなというふうに推察をいたし
ているところでございます。加えまして、この３カ年間につきましては原油価格の変動に伴いまして、
電気料⾦のほうの変動もその要因に⼤きく加わっているという状況は多少なりともございます。しかし

ながら、個々での部分についてはこのような状況でございますが、役場全体の光熱⽔費を⾒てみます
と、20年度から21年度にかけては役場全体の光熱⽔費の額で決算額で250万円ほど減っていると。た

だ、逆にやっぱり22年度は40万円ほどふえているという結果になっています。先ほど申し上げた猛
暑、それから豪雪等の気象状況が⼤きく影響しているのかなというふうに分析しているところでござい

ます。
委員⻑（髙橋久⼀君）  １番、筒井義昭委員。

１ 番（筒井義昭君）  確かに平成22年度は、春はいつまでも寒く、夏は残暑が厳しく、冬は豪雪と寒
い⽇が続いたまさに厳しい年でありました。原油⾼による影響もあったと思いますが、エコや省エネが

推進されている今の時代にあって、年々光熱⽔費が増加傾向にあることは余り思わしいことではないか
と思っております。

  先⽇の⼀般質問の際も話しましたが、当役場庁舎内の７⽉の電気の使⽤料が前年度⽐に対して30％ぐ
らい減になっている。これは、国、県、有事というか、震災もあったということもあり、⼀⽣懸命指導

もあり、そして町の職員も真剣に節電というものに対して取り組まれた結果が30％減という数字になっ
たのだと思います。これからも７⽉、８⽉に取り組まれた省エネ、節電の意識をぜひ継続していただい
て、のど元過ぎれば熱さ忘れるということがないように真剣に省エネと節電というものに取り組んでい

っていただきたいなと思いますが、総務課⻑、いかがでしょうか。
委員⻑（髙橋久⼀君）  本宮総務課⻑。



総務課⻑（本宮茂樹君）  お答えを申し上げます。
  今まさに⼀般質問等でもありましたように、⾃然エネルギーの有効活⽤含めて、それからもう⼀つの

⼤きな柱として省エネルギー、節電という取り組み、これが社会全体で取り組まなければならない求め
られているものであるというふうに認識してございます。今年度に⼊りまして、委員おっしゃられたよ

うにしまして、私ども遊佐町役場は⼤型、⼤⼝事業者ではありませんが、社会的な責任を担っている公
共施設といたしまして積極的に取り組みをさせていただきました。その結果、今もＣナビで毎⽉状況を

報告しているのですが、７⽉では41.3％、８⽉では33％、９⽉では45％というような減という結果を
⽣んでございます。筒井委員から、何だ、やればできるではないかと励ましのお⾔葉をいただきそうで

すが、これからも気を引き締めて、やはり社会の趨勢の中で省エネルギー、節電というのは⼤切な要素
になっていくと肝に銘じております。今後とも事業所としての役場で取り組みを進めてまいりたいと思

ってございます。
委員⻑（髙橋久⼀君）  １番、筒井義昭委員。

１ 番（筒井義昭君）  そうです。エネルギー施策というのは、原⼦⼒と、それに化⽯燃料とクリーン
エネルギーともう⼀つの⼤きい柱が省エネだと⾔われています。原⼦⼒も化⽯燃料による発電もクリー

ンエネルギーも⼤変な費⽤がかかる。しかし、省エネルギーというのは指⼀本でできるのだとある本に
書いてありました。その指⼀本を動かすのは、省エネの意識なのだと。ぜひ今後とも真剣に取り組んで

いっていただきたいと思います。
  次に移らせていただきます。15ページ、款、寄附⾦、項、寄附⾦、⽬、⼀般寄附⾦、節、⼀般寄附

⾦、備考、地震災害等寄附⾦102万円が計上されております。⽀出に関しては、74ページから76ペー

ジ、款、消防費、項、消防費、⽬、災害対策費、これは額が⼤きいので、2,772万9,304円、この中に
地震災害のときに住⺠の個⼈、そして団体から寄せられた102万円が含まれているのだと思います。こ

の102万円、詳しいことはお聞きしませんが、寄附の内訳を説明していただくとともに、この災害対策
費に組み込まれたところの102万円の寄附⾦がどのような災害対策に⽀出されたのか説明願います。

委員⻑（髙橋久⼀君）  本宮総務課⻑。
総務課⻑（本宮茂樹君）  お答えを申し上げます。

  地震災害等寄附⾦として102万円の歳⼊を⾒てございます。個々の部分につきましては、１団体とい
いますか、１つの会社、それから個⼈的に４名の⽅からご寄附をいただいたものでございます。町の寄

附につきましては、基本的に当初⽇⾚の遊佐⽀部を通しての取り扱いを想定しておりました。しかしな
がら、遊佐町に避難している⽅への⽀援、それから遊佐町が直接⾏う被災地⽀援活動に役⽴ててほしい

というような思いで寄附をされた⽅ございました。その⽅については、⽇⾚遊佐⽀部のほうを通じての
寄附ではなくて、町として寄附を受け付けをさせていただいたと、そういう寄附者の思いを尊重させて

いただいたというところでございます。
  そういった中で、どういうところに活⽤をということでございましたが、委員先ほど申されましたよ

うに災害対策経費の中で⽀出させていただいた⾦額に充当をさせていただきました。この災害対策経費

については、500万円の予備費のうち286万円を充⽤させていただきましたが、結果としては182万円
ほどを⽀出してございます。その⽀出の主な内容は、南三陸町への応急給⽔派遣、それから兄弟町であ



りました⼤崎市鳴⼦総合⽀所への⽀援⽤ガソリン、灯油等の⽀援、それから町では⻄浜セミナーハウ
ス、それから漁村センターを公式の避難所として開設をさせていただきました。そこの⽀援に係る経

費、具体的には⽇々の⾷料品から⼩さなお⼦さんの粉ミルクまで⽀援をさせていただきました。それか
ら、もう⼀つ、⼤崎市鳴⼦総合⽀所へは町⻑、議⻑、消防団⻑ともどもお⾒舞いを申し上げながらお⽶

を届けさせていただきました。そういった経費に主に充てさせていただいてございます。さらには、町
内に避難されている⽅含めて、セミナーハウス等避難された⽅についてもあぽん⻄浜ヘの⼊浴のための

経費の⽀払い、これをさせていただいたところであります。
  以上であります。

委員⻑（髙橋久⼀君）  １番、筒井義昭委員。
１ 番（筒井義昭君）  ⽀出のほうに確かに南三陸町への給⽔⽀援、⼤崎市に対する燃料費等の⽀援、

そして遊佐町に避難されてきた⽅々に対する救援物資、そして応援⼊浴事業のほうに⽀出されたという
説明で理解できるのですけれども、３⽉の29⽇の議会あった際に寄附⾦が災害対策費として充当される

のだというような明確なご説明がなかったものですから、私⾮常に⼼配したわけです。この災害対策費
を決算書で⾒ると、予備費からも⼤分充当されております。この102万円は、いわゆる純粋な形の災害

者、被災者に対する寄附⾦というような形であったほうがよりよかったのではないか、そして災害対策
⽀援に関しては、町の⼀般会計予算から出されたほうがよかったのではないかなと私思ったわけです。

しかし、これが寄附者による要望により災害対策費に回されたのだというようなご説明だったので、納
得いったわけですけれども、補正予算書なども⾒ましても寄附⾦と同額が⼀般財源から差しかえられて
いる。50万円、３⽉の29⽇の補正予算で寄附⾦から50万円⼊った分が⼀般会計から引かれているとい

うような予算措置がなされているので、もう少し町が本当に⼀般財源からも⼤きく⽀出した上でこの災
害対策、そして被災者に対する⽀援事業がなされればよかったのではないかなとは思いますが、今説

明、寄附者の要望によってそのような措置がとられたのだということで納得いきました。
  次に移らせていただきます。33ページ、款、総務費、項、選挙費、⽬、選挙啓発費、節、報償費、備

考として事業協⼒謝礼１万5,000円とあります。この報償費は、選挙啓発事業開催時における事業協⼒
謝礼と思いますが、投票率がなかなか上がらない現況下において、選挙啓発という⼤切な事業は本当に

重要なことであると思います。しかし、当初予算５万円の中から⽀出されたのが１万5,000円でありま
す。そこで、私は選挙管理委員会委員⻑を務められ、22年度においては投票所の削減とポスター掲⽰場

所の⼤幅削減という⼤改⾰に尽⼒された尾形選挙管理委員会委員⻑にこれからの地⽅選挙と投票率向上
と選挙啓発活動のあり⽅に対し、豊富な経験をお持ちの尾形委員⻑からこれからの選挙啓発活動に対す

る思いをお聞かせいただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。
委員⻑（髙橋久⼀君）  尾形選挙管理委員会委員⻑。

選管委員⻑（尾形 克君）  お答えを申し上げます。
  まず、投票区の⾒直しにつきましては、多くの⽅々からご理解をいただきまして、今年の４⽉の⼭形

県議会選挙及び６⽉の皆様⽅の遊佐議会選挙より、これまでの18投票区から７投票区に変更して執⾏さ

せていただいたところでございます。選挙管理委員会といたしましては、おかげさまで幸いにして⼤き
なトラブルもなく、執⾏することができたととらえておりますが、この２つの選挙結果を踏まえまし



て、次の選挙に処するためにも、すべての課題について検証を加えさせていただいたところでもござい
ます。

  ご指摘のように投票率につきましては、皆さんご承知のとおり県議選では2.97％、町議選では
12.72％前回の選挙に⽐べまして減少となっております。選挙における投票率につきましては、各選挙

ごとの有権者の関⼼度によりまして多少の変動はございますけれども、今回の投票区の変更によること
も要因の⼀つになることだというふうに委員会でも理解はしております。総じてすべての年代層で投票

率が低下しておりますけれども、今回も特に20歳代から40歳代までの若い世代での投票率が著しく低
下しておることに対しましては、委員会としても⼤変⼼配しておるところでございます。⼀⽅で、期⽇

前投票制度を利⽤される⽅は、選挙を重ねるごとに多くなっておりまして、町議選の４⽇間で2,508⼈
ほどの皆さんがこの制度を利⽤しておられることになります。最近は、県内の他市町村の選挙におきま

しても投票率は低下をしておりますことを考えますと、選挙に関する関⼼度を上げるためにも改めて県
の選挙管理委員会や明るい選挙推進委員会など、そうした組織と連携をしながら、⼤勢の皆さんのお⼒

添えをいただきながら、地道ではございますが、地道な活動になるかと思いますけれども、啓発、啓蒙
に努めていくのが、忍耐の要ることでございますけれども、⼤切なことだと考えてもおります。選挙管

理委員会にとりまして、公正、適正な明るい選挙を執⾏するための投票環境の改善、あるいは有権者へ
の投票参加を呼びかけますことは、即投票率の向上にもつながることでございますので、これから先も

委員会にとりましては永遠の課題でもございますし、これと対峙しながら、細⼼の注意を払いながら対
峙していくことになりますので、皆様⽅からもよろしくご指導賜りますようにお願いをして、答弁とい
たします。ありがとうございます。

委員⻑（髙橋久⼀君）  １番、筒井義昭委員。
１ 番（筒井義昭君）  尾形選挙管理委員⻑におかれましては、今⽉をもって選挙管理委員を勇退され

るとお聞きいたしております。⻑年のご努⼒に感謝申し上げますとともに、地域の⼤先輩としてこれか
らもご教授いただけますことを⼼よりお願い申し上げます。本当にご苦労さまでございました。

  次、企画課のほうに質問させていただきます。29ページ、総務費、総務管理費、⽬、企画費、節、負
担⾦補助及び交付⾦、備考、きらきら遊佐マイタウン事業補助⾦488万7,000円ほどが⽀出されており

ます。このきらきら遊佐マイタウン事業補助⾦、ここ四、五年は300万円をめどに⽀出されてきた補助
事業であると認識しております。確かに集落公⺠館建設や改修事業が華やかかりしころは、1,000万円

を超える補助事業であった時代もありました。22年度において300万円を超える事業になった事業内容
の説明をお願いいたします。⾏政報告書にも記載されておりますので、⼿短にお願いいたします。

委員長（髙橋久一君）　　村井企画課長。

企画課⻑（村井 仁君）  お答えいたします。

  きらきら遊佐マイタウン事業の平成21年度事業実績については、⾏政報告書のとおりでございます。
関連で300万円という予算の設定を超える状況でございますが、平成18年度に今の新しい要綱になりま
してから、18年度、19年度を除いて毎年300万円を超えているという状況でございまして、その平均

は305万円ということになっております。昨年度、22年度のマイタウン事業で488万7,000円というこ
とになりましたけれども、⼤体300万円を超える場合はハード事業の、特に集落公⺠館の建設にかかわ



る150万円上限の助成が決定されますと、それまず予算の半分を⽀出しなければいけないということに
なりまして、その場合だとほとんどの場合300万円を超えるというふうなことがこれまでの例としてな

っている状況でございます。
  以上です。

委員⻑（髙橋久⼀君）  １番、筒井義昭委員。
１ 番（筒井義昭君）  確かに昨年度、上吉出地区の公⺠館建設に対して150万円ほど補助されており

ます。そして、蕨岡地区や吹浦地区においてもメモリアルな補助事業が開催されました。その中でも特
筆すべき事業は、調査研究事業としてメジカ調査研究連携交流事業に⽀出されたことではないかと思っ

ております。まことに有意義な調査研究事業であったと町⻑からも何度かお聞きいたしております。こ
のきらきら遊佐マイタウン事業が実施されてから、研修、調査研究事業に補助された事業は過去にあっ

たのかなかったのかお尋ねいたします。

委員長（髙橋久一君）　　村井企画課長。

企画課⻑（村井 仁君）  お答えいたします。
  まず、調査研究事業として採択をされた事業についてでございますが、過去調査研究については３件

調べますとありました。平成13年度に１件、14年度に１件、ここはいきいき遊佐マイタウンというこ
とで多少要項が違いますけれども、20年度に１件、それぞれ調査研究事業として採択をされている例が

ございます。ただし、これはいわゆる研修に⾏くという形での調査研究ではなくて、地元での調査研究
活動というのが３件の内訳でございます。

  以上です。

委員⻑（髙橋久⼀君）  １番、筒井義昭委員。
１ 番（筒井義昭君）  これ21年度と22年度の補助事業の内訳を⾒てみますと、21年度はハード事

業、俗に⾔う公⺠館建設、公⺠館改修、そして⽔回りの公共下⽔道化、これがハード事業であるのかな
と思っております。そして、ソフト事業が３件でありました。平成22年度の事業内訳を⾒ますと、はっ

きりとハード事業だと思われるのが３件、そして公⺠館の敷地に掲⽰板を⽴てるとか、そういうふうに
ソフトとハード若⼲含まれたような事業が５件、そしてソフト事業とはっきりと⾔えるようなものが５

件であります。そうすると、ソフト事業が⾮常に多く⽀出された22年度においては、この事業、きらき
ら遊佐マイタウン補助事業の対象事業というのは、調べますと５つほどあります。コミュニティー事

業、これは公⺠館の建設、改修、掲⽰板等に当たるものだと思っております。２の郷⼟⽂化、伝統芸能
保存事業、こちらは⺠俗芸能やさまざまないわゆる⽂化事業をなされている⽅に対する、はんてんとか

太⿎とか、そういうものに充てられる事業であるかと思います。３が特産品開発事業、４がイベント開
催事業、５が研修、調査研究事業、この５つであります。ハード事業というのは、いわゆる結果がしっ

かりと⾒える、そしていかにその補助事業を使って改善されたのかしっかりと⾒ることができるわけで
すけれども、ソフト事業、俗に⾔うイベントに対する補助事業と調査研究事業に対する補助事業という
のは、なかなか⽬に⾒えるものではございません。そして、その事業によってどれだけの成果があった

のかということもなかなか検証しづらい事業であります。そういう意味において、イベントを開催する
とか調査研究事業、いわゆる視察も含めた上での事業に対する補助事業の認定、判定が問われるのでは



ないかなと、事業をやる前にもう判定基準みたいなものがやはり必要になってきているのではないかな
と思いますけれども、認定基準についていかに明確にするお考えなのかお聞かせ願いたいと思います。

委員長（髙橋久一君）　　村井企画課長。

企画課⻑（村井 仁君）  お答えいたします。

  ハード事業とソフト事業の認定に関しましては、今委員おっしゃったように形が残るもの、それから
残らないものがございますので、あらゆる補助事業がそうでありますけれども、必ずしも計画どおりに

執⾏されるというわけではございません。したがって、今きらきら遊佐マイタウン事業では対象団体の
選定要綱というのを別に持っております。それは、単にマイタウン事業の実施要綱とは違いまして、こ

ういう内容のものについて対象にするということで選定の基準というのをその中で設けておりまして、
その中は３つになっております。１つは、町の将来的な課題である若者の定住と⻑寿社会に向けた世代

間の交流や環境問題を積極的に推進できるものであると。それから、２点⽬は、参加と協働の町づくり
を推進するため、町⺠みずからが積極的な熱意と姿勢を持って地域のコミュニティーの育成と活性化に

資するものであること。３点⽬が事業が単発の事業で終わることなく将来に広がりのある地域づくりが
期待できることというふうに、この３つの⼤きな選定基準のもとに審査会を開催しまして、その中で決

定をしているというふうなことでございます。いずれにしてもその事業が終わった後に、ソフト事業で
あれば事業の進捗状況の写真、あるいは記録、報告書、こういったものを添付をして、補助⾦の申請書

の提出をお願いしておりますし、ハードについては現場での確認、物を購⼊した場合は品番の確認等を
私も直接⾏ってしているところでございます。こういったことを基準にしながら、あと実施要綱の中で
委員おっしゃいました５点、これは主にソフトの部分でございますが、この内容に該当するかどうかと

いうことを厳密に審査をし、審査が不調の場合、例えばこういう審査会の中で疑問になった点などは再
度補助⾦を要望している団体責任者に問い合わせをし、それをもって再度審査会を開く、あるいは持ち

回りで審査会を開くということにして事業内容の可否を決定しているという内容になってございます。
  以上でございます。

委員⻑（髙橋久⼀君）  １番、筒井義昭委員。
１ 番（筒井義昭君）  この研修、そして調査事業、俗に⾔う先進地視察であったり、交流事業であっ

たりすることにきらきら遊佐マイタウン事業が使えるのだとなると、やはり⾃分たちも使いたいと思う
団体もこれからふえてくるのだと思います。ハード事業においては、集落の公⺠館を改修したり、建築

したりすることにより、集落の基盤である、拠点である公⺠館をきちんとすることによって集落を町が
⽀えるという⼤きな役割を果たしていくものだと思いますし、イベント事業の開催と研修視察事業とい

うのは、⼈間を育てていく⾯での事業であるのかなと思います。そういう意味では、これからも多くの
要望がなされると思う。そして、きらきら遊佐マイタウン事業を使って、遊佐町に住む、産業に携わる

⼈たちが先進地や交流事業を展開することによって⼈間が育っていく。そして、⽣産に対する意欲が育
っていく。若者に関しては、遊佐を元気にしていこうと思う思いが強まっていく。そういう意味では⾮
常にいい事業だと思うのですけれども、やはり判定、認定基準がしっかりとしないとこれはばらまきに

なってしまう。そういう意味では、判定、認定基準をしっかりと築き上げた上で認定し、そして補助す
るというような形にしていっていただきたいなと思っております。



  次の項に移らせていただきます。15ページ、款、財産収⼊、項、財産運⽤収⼊、⽬、利⼦及び配当
⾦、節、配当⾦、備考、遊佐町総合交流促進施設株式会社配当⾦50万円ほど計上されております。昨年

度は、この配当⾦100万円だったのではないかなと思います。本年度は50万円。そして、先⽇の７⽉に
総合交流促進施設株式会社の⽅から22年度の決算状況をお聞かせいただいたところ、⾚字決算であるた

めに23年度に町に⼊る配当⾦は多分ゼロになるのではないかなと思っております。
  そこで、遊佐町総合交流促進施設株式会社の22年度決算についてお伺いします。７⽉の報告によれ

ば、地デジに対応すべく78台の地デジテレビを５年間リースで600万円という契約がなされている。１
台当たり割ってみると７万6,923円です。５年間のテレビのリースが１台当たり７万6,923円、これを

安いとお考えか、⾼いとお思いか、所⾒を伺います。

委員長（髙橋久一君）　　村井企画課長。

企画課⻑（村井 仁君）  ⿃海温泉遊楽⾥関係について私のほうで指定管理をしておる関係上、私のほ
うからお話をさせていただきます。

  リース物件の価格と単品で購⼊したときの価格がどちらが⾼いかということは、単にそのときの価格
だけではなくて、その物品が最終的に償却をされるまでの間の通算するコスト、これらを考慮して判断

をするということになろうかと思います。今回のテレビの購⼊については、会社のほうでリース物件と
いうことで判断をして購⼊をしているわけですけれども、単品で購⼊をした場合、単年度での備品にか

かわるコストがはね上がるということもございますので、そういう判断のもとにリースをしたのではな
いかというふうに思います。最終的なコストが幾らになるかということについては、最後テレビを償却
してどこまでそのテレビが使えるかということにもかかわってくるのではないかというふうなことで、

必ずしも表⾯的な⾦額だけで判断をするということにはならないのではないかなというふうに思ってお
ります。

  以上です。
委員⻑（髙橋久⼀君）  １番、筒井義昭委員。

１ 番（筒井義昭君）  何か必ずしも判断し切れるものではないというような話でありますけれども、
私は⾼いと思います。庶⺠感覚で考えれば、きょう朝遊楽⾥のほうにお伺いしてどのようなテレビを導

⼊したのだとまずは尋ねてみました。⼤きい部屋に置くものは42型であり、普通の宿泊室に、部屋に置
くやつは26型であるという話でした。これ庶⺠感覚、私なんかの考えからいえば、１台購⼊したとして

も32型のテレビを買うのだったら４万円も出せば買える時代になっているのです。78台も購⼊したと
したら、交渉次第ではもっと値切れるはずです。交渉上⼿な13番委員でしたら、３万円ぐらいまで値切

って購⼊してくるのではないかなと思っております。もし３万円で購⼊したら、78台買ってきたとして
も総額234万円です。ところが、５年間78台のテレビをレンタルするのに600万円⽀出しているわけで

す。５年たったら、リースなどでは５年間そのリース料を払うと、テレビだとか⾞なんかでもありま
す。５年間リース料を払っていると差額を払うだけで５年後には⾃分のものになるというリースの契約
のされ⽅もあるのでしょうけれども、そうでもないみたいなのです。そうすると、⺠間と経営意識のギ

ャップというのが⼤きいのではないかなと。これ⺠間企業だったらこういうふうなことというのはない
のではないかなと思っています。私⽶屋なので、いわゆる10キロの⽶⼀括で3,000円で買うのがしんど



いから、毎⽇毎⾷、毎⾷コンビニに御飯を買いに⾏った。150円ずつ毎⾷、毎⾷買いに⾏ったというよ
うなものに限りなく近いなという感じがするのです。たとえ指定管理団体であったとしても、町は遊佐

町総合交流促進施設株式会社の発⾏株数の半分を所有している。指定管理団体の会計については、余り
議会で討論すべきではないとおっしゃる⽅もいる。しかし、遊佐町総合交流促進施設株式会社の代表取

締役は町⻑です。経営に関しての責任者でもあるのではないかなと思います。このような⺠間企業との
経営意識の違いをいかにお考えか、町⻑にお尋ねします。

委員⻑（髙橋久⼀君）  時⽥町⻑。
町 ⻑（時⽥博機君）  テレビの台数だけの今議論しています。実は、あれには配線⾃体も全部変えな

ければならないという配線⼯事も含めた形の⾦額ということをまずご理解お願いしなければならないと
思っています。それから、単品だけがいっぱい集まっただけではテレビは映りません。配線も⼀緒に取

りかえていただかなければ、地デジですから、そこらも含めて実は総合交流促進施設株式会社では町内
の電気店に対して⼊札を⾏った結果でございます。⼊札をして⼀番安いところに、２つ分けました。遊

楽⾥本体と、あとは周辺施設と、そんな形で⼊札⾏為をして、３社からやっていただいて、その中で⼀
番安いところに決定をさせていただいたという経緯がございます。また、リースにつきましては、遊佐

町総合交流促進施設株式会社の株主であります荘内銀⾏と、それからきらやか銀⾏さん、どちらもそっ
ちの系統のリースでぎりぎり⼀番安い⽅法で、会社の負担にならない形での契約をお願いしているとい

う現状でございます。単品が幾らだから、今の値段が幾らだからではなくて、昨年のうちに準備をしな
ければならない。その当時の値段、そして⼊札⾏為が、決して１台当たり⾼い値段のものが不当に我が
町の出資している会社に⼊ったということではございません。特に競争⼊札という形で町内の業者から

⼊札参加をお願いして設備をしたということも間違いない事実でありますので、ここに任意で取引して
幾らで⼊れてくださいよという商取引は株式会社では⾏っておりませんので、ご理解のほどお願いした

いと思います。
  それから、もう⼀つ、これ例えば町のものだから、町で全部買いそろえばという話もあったのですけ

れども、私はそういうものは、お客さんに提供する部屋の中にあるものは、株式会社の中でリースで苦
しくとも払っていかなければ、それを全部更新する際には町⺠の皆様の税⾦でテレビを買いかえたら

ば、何だ、全部役場におんぶにだっこではないかと⾔われることが⼤変⼼苦しかったと、町⺠の皆様
に、そんな意味で株式会社のほうでリース契約をさせていただいたということでございます。

  （何事か声あり）
町 ⻑（時⽥博機君）  リース後には、リース契約というのは中⾝ございますので、それぞれが５年間

やったら、今の契約でいくと５年間やったら残りの単価で買えるという、そういう契約ではないと思っ
ています。今の契約では、契約はいつまでも契約。例えば５年したら10分の１の値段になりますよとか

って、そんな契約で、今のリース契約、商取引では契約期限満了後に個⼈のものとか会社のものになる
という契約は、多分なっていないと思います。それは、10分の１ぐらいでの残存価値が存続していく契
約ではないかと思っています。

委員⻑（髙橋久⼀君）  １番、筒井義昭委員。



１ 番（筒井義昭君）  ５年後の契約内容いかになるのかなときょうお聞きしました。町⻑答弁のとお
り５年後からはリース料が10分の１。ですから、今、⽉10万円ずつ⽀出されている、⽀払われている

ものが５年経過すると10分の１ですから、１万円。だけれども、これどうも総合交流促進施設株式会社
から７⽉の段階で説明受けたときにこんげ⾼きゃあのうと思ったものですから、きょう質問させていた

だきました。これは、やっぱり何度も⾔われることなのですけれども、⺠間企業の感覚でぜひ総合交流
促進施設株式会社の経営していただきたい。時⽥町⻑、そこら辺はうんとわかっていて、そして⺠間感

覚を導⼊していらっしゃるというのもわかります。⼊札業者に関しても前のようにがちがちだったのを
⾨⼾を広げて、そして遊佐町の業者に対して⾨⼾を開いてくれてきたことも⼗分わかっておりますの

で、ぜひこれはやっぱり第三セクター気分で物事を進められる時代ではなくなったのだということを踏
まえた上で進めていただきたいなと思っております。

  残余の時間若⼲ありますので、総括という形で質問させていただきます。意⾒も述べさせていただき
ます。決算資料を⾒ますと、⼤変遊佐町の財政の健全化はなされてきております。ある意味で特別会計

やそちらのほうで爆弾を抱えている部分もあるわけですけれども、財政指標からいくと改善されてきて
いる。俗に⾔う借⾦と⾔われる町債残⾼も減っている。そして、基⾦の積み⽴てもある程度順調に進め

られている。数字的には、⼤変好ましい状況になってきているのではないかなと思いますけれども、菅
⾸相が就任したときに所信表明演説で、いわゆる不幸だと思っている⼈を少なくすることが⾃分の役⽬

なのだというようなお話をされていたことがありました。ある意味で感動したのですけれども、町が、
⾏政が担わなければいけないのは町⺠の幸福度を上げることであります。そのためには、幸福な⼈間の
⽔準を⾼めることも必要なことなのでしょうけれども、やはり不幸であると思っている町⺠を救ってあ

げる、それも重要な、そちらのほうが重要なことなのだと思います。ぜひ財政の健全化だけ⽬指すので
はなく、もう少し弱者のほうを⾒た上で⾏政運営を、予算組みを来年度に向けて取り組まれることを切

に提⾔させていただきまして、私の決算に対する質問とさせていただきます。町⻑、その件に関して答
弁いただいて、終了といたします。

委員⻑（髙橋久⼀君）  時⽥町⻑。
町 ⻑（時⽥博機君）  私は、後ろ向きでなくて前向きでありたいと。とにかく町⺠が元気で⽣き⽣き

してほしい、そんな最前線を担う市町村としては、町⺠の幸せの追求のために頑張ってまいりたいと。
時には必要な財政出動もそれはやらなければならないと思っています。財政的に、⼀般会計は確かに何

とかいい格好に⾒せていますけれども、そこにある特会の下⽔道とか⾒れば、本当にまだまだ爆弾を抱
えているという指摘はそのとおりだと思っておりますけれども、福祉の施策につきましては、昨年度の

年度末、国の⽅針もあったのですけれども、県もあったのですけれども、肺炎球菌ワクチン、ヒブワク
チン、そして⼦宮頸がんワクチンの接種について、公費助成という形で新しい⽅向踏み出すことができ

たということがまず１つ福祉的にはあったと思います。ただ、今どうやったら遊佐が、先ほど何回も申
しています。住んでもらえる、住みたい町にしていくかということについては、なかなかこれまでセク
ションも持っていなかったし、やっぱりそれぞればらばらの施策の中でやり合っていたのかと。それも

う少し⼀本化して、強⼒に遊佐に⾏きたいよと、遊佐に住みたいよと、やっぱり周りから⾒ても遊佐は



景⾊から⾃然から住み条件としてアズナンバーワン庄内でありたいなと、これを⽬がけて、⽬指して頑
張ってまいりたいと、このように思っています。

  以上であります。
委員⻑（髙橋久⼀君）  これで１番、筒井義昭委員の質問は終了いたしました。

  12番、那須良太委員。
１２番（那須良太君）  １番委員は、学⽣時代弁論のほう何か席おいたそうですので、なかなか雄弁者

でありまして、私はここで⼀番の年配者でありまして、なかなかその辺は⽐較されると⼤変つらいとこ
ろでありますが、私からも質問させていただきます。

  まず、42ページの児童福祉施設費、13委託料、これは154万8,000円ほどでございますが、放課後児
童クラブ事業となっています。これも⼤体事業内容のほうは⾒ていますが、今どのぐらいまたクラブ⼈

数がふえているのか、その辺ちょっとお尋ねいたします。
委員⻑（髙橋久⼀君）  東海林健康福祉課⻑。

健康福祉課⻑（東海林和夫君）  お答えいたします。
  この22年度の決算時における放課後児童クラブ、これは22年度、１つふえまして２つの児童クラブ

になっているわけです。名称的には、１つはぽっかぽかクラブ、もう⼀つはあそぶ塾ということになっ
ているわけですが、22年度はぽっかぽかのほうが登録は７名、あそぶ塾のほうは９名というような⼈数

でございます。これが23年度、本年度でございますけれども、どうなっているかということであります
が、４⽉時点での登録、こちらのほうで把握している⼈数は、ぽっかぽかのほうが17⼈、あそぶ塾のほ
うが10⼈というように承知しております。

  以上です。
委員⻑（髙橋久⼀君）  12番、那須良太委員。

１２番（那須良太君）  この間、⼆、三⽇になりますが、都会の関東のほうか関⻄かちょっと忘れたけ
れども、２歳児の⼥の⼦がたった３分⾞の中に置いただけで、きょうも600名の態勢で捜査していると

いう時代です。これは、今のとは関係はないのですが、やはり幼稚園もそうですが、学校終わってから
うちに帰ってもだれもいない家族が相当あると思うのです。そういう⼈⽅をまずどうこれからいい⽅向

に、私何でこういうこと⾔うかというと、⾮常にあるところに、たまり場にたまっている⼦供が、私⾒
えているところあります。指導者というのはいないわけですので、⼦供だけですので、私⽅親から⾒れ

ばやっぱりやっていけないような⾏為をしたり、例えばたばこを吸う⼈がいたり、そういうのも⾒える
のです。だから、ちゃんとしたそういう指導者がいてよしあしをはっきりできるような、やっぱりこれ

からの社会の⼦供としては私は⼀番⼤事なことだと思うのです。やっていいこと、悪いこと、これが⼩
さいときから、三つ⼦の魂百までもという昔の⾔葉ありますが、まず本当に３歳から七、⼋歳までの年

齢が⼀番⼈⽣で⼤事な⽅向性、⼈間として⽣きていく条件として⼀番⼤事なしつけだと思うのです。私
しつけという漢字⾒たら⾝に美しいと書いてしつけだそうですので、なるほど、当て字としてもいい字
だなと思って⾒ています。そういうことをまず１つ条件に考えると、やっぱり⼤事なことだと思いま

す。



  それで、私これにくっつけた発想をこれからちょっと申し上げます。きのう中央公園、あそこのとこ
ろが⾮常に利⽤度が少ない、⼈が寄っていない、そういうような質問がありました。私も朝晩あそこ通

っているのですが、確かにきれいで、トイレもきれいになっていますが、まだ利⽤者は少ないというこ
とです。そこで、公園は今のところ、これから要望によって進めていきたいというふうなお話ございま

した。今のところ⼊⺟屋もなければ、ある委員は⽇陰もないということでしたが、そのとおりだと思い
ます。児童館、⼦供が⾬降りなんか親と⼀緒に⾏って、憩いの場として、遊佐町にあるでしょうか。こ

れは、ずっと前から、私若い年代から⾔われていましたが、今のところ私はゼロだと思います。遊楽⾥
に⾏ってもどこに⾏っても、やはり⼦供連れで遊ぶ場ではないわけです。遊ぶというか、そういうとこ

ろがない。唯⼀あるのは図書館ぐらいではないでしょうか。それもただ、無料でずっと⼦供連れで⾏っ
て過ごすということでは都合が悪いのだろうと思います。そういうことで、今我が町の⼈⼝を⾒てやっ

ぱり⼀番ここに住んでもらいたいのは若い世代であって、しかも⼦供をつくれる年代です。そういうと
ころをしっかりとこれから取り⼊れてもらわないと、本当に地域としてはいい場所なのですが、余りそ

ういう住⺠の暮らしとなるとやっぱり100点は上げられない今の現状だと思うので、この辺どのように
考えているかお伺いいたします。

委員⻑（髙橋久⼀君）  時⽥町⻑。
町 ⻑（時⽥博機君）  今那須委員のお話ししていたときに、ちょうど私も議会議員でしたので、今⼦

供の誘拐の事件あったのは⽇地町でしたけれども、朝地町という、たしか⼤分、⽵⽥のちっちゃい町に
⾏ったときのことふと思い出しました。⼀緒にたしか那須委員と同じ研修だったと思いますけれども、
やっぱり⼣⽅まで⼦供が集えるところが１カ所あったと、町の中⼼部に。そして、年配の皆さんもそこ

には集いながらの施設があったということふと今思い出したところでした。まさに中央公園は、今まち
づくり交付⾦事業、まち交という形で駅とか道路は確かにできました。その中で許容範囲内の⾯積で公

園を準備したというのが今の中央公園だと思っています。あの⾯積のものがどうなのか、それから何も
⽇陰になるものもないという形。そして、ゲートボールの皆さんは⼀⽣懸命あそこで今、かつてあそこ

ゲートボール場あったので、遊んでというか、ゲームをしていただいたりしているのですけれども、な
かなか専⽤には活⽤もできないという、まだ会計検査も終わっていないのかなと思っています。ただ、

今委員のご指摘の、かつて町としては中央児童館構想というのはあったのですけれども、財政的な⾯で
何とか断念したという経過、多分プロポーサルまでやって、構想までは業者に求めたやに伺っておりま

した。私も先⽇の⼀般質問の答弁の中で、⼦供センターみたいなものが町の真ん中にあれば、それらが
しっかりと補完し合って、中央公園と補完し合って、⼀年中⼦供が集える場所があればいいのかな、そ

んな思いをなお⼀層深くしたところであります。かつて⼩野寺町⻑は、遊佐町は全部町じゅうが公園だ
さげ、公園は要らねあだという、そんなちょっと発⾔もこの場でなさっていましたけれども、考えてみ

れば⼋幡の舞鶴公園、まさに歴代の町⻑が⼼⾎を注いで何代にもわたって、価値の何もないぼんでじ
⼭、菩提寺⼭を、あのエリアをしっかりと整備した、これに倣うべきではないかと逆に議場で提案した
のがその当時議員の私の話でありました。やっぱりつくってそれで終わりではなくて、では住んでもら

えるためには町としてどのようなものが不⾜しているのか。それは、児童館でありましょうし、児童館
があの中央公園の付近にあったら、また若い世代の⼦育てというところには⼤きなインパクト、インセ



ンティブを与えることができるでありましょうし、また都市計画税も課税停⽌をさせていただきまし
た。やっぱり若い世代に住んでもらえるということは、負担も実は地価も安いということが願いなので

すけれども、我が町はなかなか地価の関係で安い、安価な住宅の提供という形は、砂越の辺からは⼤き
くおくれをとってきた現状がございます。それらもしっかりと想定をしながら新たな元町の活性化のた

めの施策を準備しなければならない、そんな時期に来ていると、そのように思っています。
委員⻑（髙橋久⼀君）  12番、那須良太委員。

１２番（那須良太君）  若い世代にアンケートでもとっていただければわかると思うのですが、本当に
酒⽥に⾏っても、酒⽥も余りないのです、⼦供⾏くところというのは。⼤体まず南ジャスコのゲームセ

ンターのあるところに物すごい数の親⼦が集まっておりますが、あと三川に⾏くと、三川のほうはゲー
ムセンターも100円規模になってしまうのです。すると、もう１回やると100円がカタカタ落ちるの

で、酒⽥のほうはコインでやっていますので、結構やっぱりちっちゃい⼦供、500円か1,000円でずっ
と遊んでいます。コイン出てきて、またそれでやっているので、そういう何かかけごとみたいな感じ、

私⽅の若いころのかけごとみたいな感じですが、そういうのではなくて遊佐は遊佐でやっぱりしっかり
した健全な、弁当びらきもできるような、そのような施設をちゃんとつくってもらえば、今地域の安全

な場所は遊佐はよそからは絶対劣らない場所だと思いますが、これから後でも質問しますが、そういう
⾯でやっぱり遊佐に住みたいという、先ほど町⻑の答弁ありましたが、全くそのとおりだと思いますの

で、そういうのを余りお⾦かけないでいい町になるような施策をこれから皆さんとともに、私も考えあ
れば提⾔しますが、それをやってもらえればありがたいと思います。この項は、私これで終わります
が、答弁あればお願いします。

委員⻑（髙橋久⼀君）  東海林健康福祉課⻑。
健康福祉課⻑（東海林和夫君）  お答えいたします。

  今委員おっしゃられたことは、ここ２年前ぐらいからの、いわゆる町政座談会、そういったところに
出ましても、若いお⺟さん⽅から⼀定要望をいただいたというような経緯もございます。ご質問の中に

ありましたように、他市町村と⽐べて間違いなくあるなしでいくとないのがいわゆる室内の遊具等をそ
ろえた、そういう場所というのは確かに遊佐町現時点ではございません。もちろん単に遊び場だけとい

うことではなくして、ファミリーサポートセンター的な、そういう機能を、あるいは今遊佐保育園に併
設になっている⼦育て⽀援センター、それらの機能を兼ね備えたようなという、構想的には建物を考え

るという場合にはそういった構想にはなっていくのでしょうけれども、今町⻑が申し上げましたように
そういう時期に来ているというふうなことで、係のほうも酒⽥の中町にある施設なり、あるいは鶴岡な

り、さらには⼈⼝規模的にはより⼩さい当町と、当町よりは若⼲多いですけれども、⼀番⽐較的新しく
建てられたということで尾花沢のたしか通称ＡＢＥＳＡという名前をつけたという施設があるのですけ

れども、そういったところにも視察に⾏きながら、その辺の構想について検討を開始しているところで
ございます。

  以上です。

委員⻑（髙橋久⼀君）  12番、那須良太委員。



１２番（那須良太君）  次のページですが、63ページ、観光施設周辺、観光施設のほうで環境整備事業
580万円ありますが、これは13節のほうに載っています。これちょっと遊楽⾥の先ほど話が出ました

が、前のほうの芝はちゃんときれいになっていますが、私去年からことしにかけて何回か⾏った時点
で、駐⾞場に歩く通路のわきの建物わきの辺が草ぼうぼうでありました。やはり前町⻑がやったときは

⽂化施設でありまして、旅館ではなかったのですが、今はもう⽂化施設ではなくて⼀般の観光施設、宿
泊施設だと思います。だから、⽂化であろうが何であろうが、やはり草ぼうぼうで、だれ⾒ても⽴派な

草ではないので、全く雑草ですので、駐⾞場の裏のほうへずっと通って、あの辺はわきぼうぼうなので
す。だから、よく私⾔うのですが、嫁さんもらうと⾃分の顔だけきれいにして、あとその他のほうは余

りきれいではないというような感じで、⽞関とか前の芝のほうは、あれはまた別の予算でやっているの
だろうと思いますが、あの辺もやはりお客を預かる施設としてはちょっと残念だなと思っていました。

常々あそこ歩くたび、裏の駐⾞場のところもです。その辺、課⻑、どのように今後、今きれいになって
いればいいのですが、やはり雑草だけはちゃんと、年に何回か刈り取ればいいわけですから、お客さん

をもてなすという意味からしてもその辺お願いしたい、整備してもらいたいと思います。

委員長（髙橋久一君）　　村井企画課長。

企画課⻑（村井 仁君）  お答えいたします。
  この13節に決算として計上しております観光施設周辺の環境整備事業でございますが、これは緊急雇

⽤、重点雇⽤で４名の雇⽤を、この中で開発をしていただくということで会社のほうに委託をしている
ものでございまして、これはそれぞれ会社の事業をやっていただくということももちろんそうなのです
けれども、それが今委員おっしゃったように周辺の環境についても、草を刈ったり、清掃したり、ごみ

を拾ったりということを指定管理しているすべて、「ふらっと」、それからサンセット⼗六羅漢公園、
そういったところも含めてお願いをしたいということでお話をしております。

  今委員おっしゃいました⼊り⼝から裏のほうに回るちょうど⼈が歩く通路になっている歩道の周辺で
ございますが、実は私も全く同じことをこの間考えておりまして、シー・トゥ・サミットあったときな

のですけれども、前のほうにとめている⼈はよくわからないのですが、後ろに⾞とめますとちょっと⽬
⽴つ雑草でございまして、そのときにすぐに会社のほうにはお話をしました。まず、ちょっと草伸びて

いるようだねということで話をしておきましたけれども、なおもう⼀度話をして、通年的にきれいにす
るようにお話をしてまいりたいと思います。

  以上でございます。
委員⻑（髙橋久⼀君）  12番、那須良太委員。

１２番（那須良太君）  ひとつ課⻑よろしく、やはりあそこに泊まるとすれば１万円前後のお⾦は皆さ
ん⽀払ってくれるわけですので、せっかく前のほうはきれいなのにあそこ駐⾞場に⾏くと何かがくっ

と、こうなるような感じなので、まず年に四、五回やっていれば、そんなにお⾦かかる事業ではないと
思うので、ぜひとも客預かりする施設としてはきれいにしたほうがいいと思いますので、よろしくお願
いいたします。

  次に、41ページの20節の扶助費、この中で遺児教育⼿当とあります。これは、⼤体こっちの説明書
を⾒ると、これの対象になっている⽅は54名ほどと書いてあります。これは、⼤体の想像はつくのです



が、どのような家族構成なのか、その辺お尋ねいたします。
委員⻑（髙橋久⼀君）  東海林健康福祉課⻑。

健康福祉課⻑（東海林和夫君）  お答えいたします。
  これは、児童扶養⼿当に町独⾃で上積みしているというような制度でございます。内容を申し上げま

すと、学校教育法に基づく⼩学校、中学校並びに養護学校等の⼩中学部に在学する児童の両親、または
⽗もしくは⺟がいない世帯という世帯が対象になります。その⼦供さんが対象になるわけですけれど

も、⽗もしくは⺟がいないという場合は⽉2,000円、そして両親がいないという場合は⽉4,000円の遺
児教育⼿当を扶助すると、こういう内容でございます。

委員⻑（髙橋久⼀君）  12番、那須良太委員。
１２番（那須良太君）  今、⽉2,000円、両親がいない場合は4,000円ということですが、両親がいな

い場合は祖⽗⺟とか、そういう祖⽗⺟となんか⼀緒におられるわけですか。その辺お尋ねします。
委員⻑（髙橋久⼀君）  東海林健康福祉課⻑。

健康福祉課⻑（東海林和夫君）  お答えいたします。
  いわゆる祖⽗⺟同居、このようなことについてはいかがかと、こういうことでございましたが、これ

につきましては祖⽗⺟ということではなくて両親ということでございますので、別のケースで極端なこ
とを⾔えば、要するに祖⽗⺟と同居するというような条件もなく、⼦供さんだけというふうなことにな

れば⽣活ということはどうなっていくのかということにもなってくるわけですから、これは親御さんが
どうかという状態であります。

委員⻑（髙橋久⼀君）  12番、那須良太委員。

１２番（那須良太君）  私何でここに⽬がとまったかというと、今東⽇本⼤震災でも、数字が確かでは
なかったのですが、確かに300名か四、五百名の⼦供さんが、両親をなくした⼦供いるようです。それ

に今ソフトバンクの孫さんという⽅が100億円の寄附の中から40億円を基⾦として、これに携わる⼈は
王さんと、それから近く中国で公演をやる予定で、きのうテレビに出ていましたが、その⽅、グループ

の⼈と４名、２名でしたか、基⾦を、⽀援するための、会社ということではないけれども、組織をつく
って、今後三、四百名だと思いましたが、その⼦供がこれからずっと成⼈になるまで⾯倒⾒ていきたい

というふうな事例がありました。⾮常にお⾦ある⼈これまでの気がつくのかなと思ったら、改めて孫社
⻑を⾒直ししました。だから、⽇本にもまだお⾦のある⽅はいると思いますが、なかなかそういう⾯に

⼤きな私財を投資する⼈なんて余りやっぱり少ないわけですが、本当に今回は、孫さんは今⽇本で⼀番
の、個⼈財産ではナンバーワンです。世界で⼗五、六番⽬ぐらいだということでしたが、実は8,500億

円ぐらいの個⼈財産持っています。だから、その100億円だから、これから考えれば少ない額なのでし
ょうけれども、実際寄附するとなるとやっぱり⼼がないとこれできないわけです。だから、このような

話があったので、遊佐町でも両親が、⽚親いなくても⼤変です。特に⼩さい⼦供の場合は、まだ親も所
得が安定していない⼈も結構いると思うのです。だから、そういう⾯をこれからやっぱりしっかりと⽀
えてもらえればありがたいと思います。それに対して、その計画あるのかないのか、考えているかいな

いかちょっとお尋ねいたします。
委員⻑（髙橋久⼀君）  東海林健康福祉課⻑。



健康福祉課⻑（東海林和夫君）  先ほども申し上げましたけれども、遺児教育⼿当の⼟台になるのは国
のほうの児童扶養⼿当、こちらのほうが⼟台になっているわけでございまして、それに町単独でいわゆ

る上積みの⼿当を⽀給すると、こういうことでございます。
  私先ほど説明した中でただし書きをちょっと落としておりましたので、申し上げますと、該当は町⺠

税の所得割⾮課税の場合というふうに条件がございまして、そういう結果、対象は22年度の場合54
と、こういうことでございます。

  東⽇本の⼤震災については、⼀例というふうな形でのお話でありましたけれども、今後いわゆるこの
ような不幸にして⽚親、あるいは両親を亡くされた児童のいわゆる扶助ということについてどう考えて

いるかということでございましたけれども、引き続き上積みであろうとも、まず単独で実施しているこ
のような⼿当、あるいはこれは県と⼀体なのでありますけれども、医療でいけば福祉医療ということで

いわゆるひとり親家庭に助成をする医療制度もございます。これは、県と町２分の１ずつ負担をしてい
るわけですけれども、このような制度は堅持をしながら当⾯向かいたいと、このように考えておりま

す。
委員⻑（髙橋久⼀君）  12番、那須良太委員。

１２番（那須良太君）  ありがとうございます。ぜひとも義務教育課程の中、その年代まではやはりし
っかりと町でも⽀援していくのが私は⼤変いいのではないかなと思っておりますので、遊佐町は今、最

後に⾔おうと思っていましたが、先ほど１番委員が申しておりました。⾮常に⾏政の、会社で⾔えば運
営ですが、⼤変ここよくなってきています。私も⾒ていますが、⼤変よくなっていますが、その中で１
つだけ私が⾔っているのは町⺠の暮らしです。この中⼼が雇⽤の場が少ないということが、その雇⽤の

中でも特に若い⼈の雇⽤の場が少ないというのが、やっぱりこれを町ではしっかりと⽀えなければなら
ないと思います。私常々考えているのは、村、町、市、県、すべての⾏政は地元⺠をいい⽅向に導くた

めのリーダーの⼈⽅ですので、そのために税⾦で皆さんが⽣活していられるということも念頭に⼊れ
て、やはり地域の模範職場なのだということをこれからもしっかりとこれだけは忘れないでいただきた

いと思っています。
  そういうことでもう少し時間あるので、次に⼊ります。30ページの企画費、25区分の積⽴⾦、これ

ふるさと基⾦積⽴⾦です。131万5,000円ありますが、この⾦額はそんなに⼤きいわけではないのです
が、これからどういうような運⽤を考えているか、その辺説明お願いいたします。

委員⻑（髙橋久⼀君）  本宮総務課⻑。
総務課⻑（本宮茂樹君）  お答えをいたします。

  ふるさと基⾦につきましては、ご案内のようにふるさと納税制度に基づきましてこれまで多くの⽅々
からご寄附をいただきまして、それを基⾦への積み⽴てをさせていただいているところでございます。

今年度についても131万5,000円の積み⽴てをさせていただきました。このふるさと基⾦の積み⽴てに
つきましては、22年度では10件ほどの、つまり10⼈の⽅々からご寄附をいただいたという形でござい
ます。ちなみに、21年度は12件の81万5,000円、それから20年度は27件で101万5,000円という形に

なっていまして、20年度からこのふるさと納税制度スタートいたしまして、22年度⼀番多くの⾦額を
いただいたという形になってございます。これまでの活⽤という形の視点では、やはりこれらをいただ



く段階でそれぞれこういったことにお使いをいただきたいというような項⽬がございますけれども、総
じて町⻑が必要と認めるものについてお使いをくださいというものがこれまでいただいたトータルで49

件のうち33件になってございます。そのほか⿃海⼭の観光振興及び⾃然保護に関する事業に５件、未来
を担う⼦供の教育に関する事業６件という形になってございまして、それらの思いを含めて活⽤をさせ

ていただきたいということで、これまで花⽕⼤会のほうへの活⽤を１度⾏いました。また、22年度では
⽶〜ちゃんの縫いぐるみを新しく作成をさせていただくという費⽤に活⽤させていただきました。その

都度これ企画課のほうでこういうことに使いましたよというようなご報告をご寄附いただいた⽅々には
申し上げて、御礼のお⼿紙とともに報告をさせていただいているという状況でございます。なお、この

基⾦につきましては、他の基⾦と性質を異にして、やはりこれらご寄附いただいた⽅々に適切に⼀定年
度でご報告ができるように、またご理解いただけるようにしっかりと活⽤もしながら使っていくべきで

はないかという考え⽅を持って基⾦への積み⽴てをさせていただいております。
  以上であります。

委員⻑（髙橋久⼀君）  12番、那須良太委員。
１２番（那須良太君）  今説明を受けましたが、私は先ほど児童館ということでお尋ねしましたが、こ

ういうところも、やっぱり遊佐町から出ていった⼈⽅が遊佐町にそういう温かい⼼を持って寄附してく
れるわけですから、花⽕も結構なのですが、私は残るものに、⾃分もここに名前が⼊っているのだなと

いう、私は児童館なんか最もふさわしい使い⽅ではないかなと思っています。⾦額の⼤⼩は別にして
も、そういう寄附した⼈の⼼から⾒ると、やはり残っているところに、しかも将来ある⼦供たちのそう
いう⼤事な場所ということであればなおさら感動するのかなと。花⽕なんかは、私悪いとは⾔いません

が、何秒でぱっと、跡残らないわけです。これは、地元⺠の意気込みをあらわすためにはいいと思うの
ですが、やはりそういう寄附してくれる⽅はどっちかといえば40から上と下に分ければ上の⽅が多いの

でしょうから、そういう⼈⽅の⼼となれば私はそのほうが⼤変有意義ではないかなと思います。そうい
うことやることによって継続的にお⾦の都合のある⼈はやってくれる、やる⼈も多くなると思うので、

やっぱり地元から離れた⼈⽅の⼼をもう少し酌めるような使い道をしていただければありがたいと思い
ます。

委員⻑（髙橋久⼀君）  本宮総務課⻑。
総務課⻑（本宮茂樹君）  お答え申し上げます。

  やはり先ほども申し上げましたように、未来を担う⼦供の教育に関する事業、これが町⻑が必要と認
める事業以外では⼀番多くなってございます。そういったこともございますし、私たちがこの制度をＰ

Ｒする段階でもいろいろな思いを寄せられてございますので、そういったご寄附いただいた⽅々の思い
にこたえられるように、そして事業の額の⼤⼩ではなくて、タイムリーにそれは適切な事業に活⽤をさ

せていただきたいというふうにこれからも努めさせていただきたいと思います。
委員⻑（髙橋久⼀君）  12番、那須良太委員。
１２番（那須良太君）  それでは、最後に29ページの国際交流事業、これあります。⾦額は270万円と

ありますが、実はイギリスの交流はちょうど今20年ぐらいになったのかと思いますが、18年から20
年、私議員になる前に１回⽬の交流で参加しました。その代表は、名前、肩書は何ですかと。ロータリ



ークラブの会⻑ということで、志⽥と２⼈で参加しました。そのときは、夏場⾏ったので、７⽉の後半
から８⽉の頭まででイギリスから⾒れば⼀番いい時期です。その時期に⾏って、１週間ホテル住まいで

したので、私たちは総旅費が65万円だと思います。そのとき15万円、17万円かな、いただいて、残り
は実費負担ということで⾏ってきましたが、私は国際交流がいいとか悪いとかではないと思います。今

の時代になれば国際社会を知ることは⼤事だと思うのですが、ただやはりマナーを、私ある⼈から、あ
る⼈は私の弟なのですが、英語を覚えるよりはマナーを覚えたほうがいいよと⾔われました。なぜかと

いうと、私もイギリスに⾏ったとき⼩学校も訪問して、⼤変向こうでも歓迎してくれました。それか
ら、３回か４回ぐらいになって、四、五回、５回ぐらいになったのかな、ここにも⾏った⼈いると思う

のですが、だんだん学校の対応が悪くなったということでした。というのは、私はマナーのことだと思
うのです。やっぱりイギリスもそうですし、アメリカも結構家族のきずなも強いと思いますが、親⼦の

教育も⾮常に厳しいところだと思います。それで、私またもう少し⼤きいところ、⼤学⽣なんかをロー
タリークラブでお⾦を出して派遣するのですが、これもあるとき、アメリカとオーストラリアとカナダ

でした。この３カ所からは、交流はしたくないと断られた時期あったのです。⼆、三年ですか。では、
何でですかと⾔ったら、⽇本⼈が⾏きたいところはここなのです、アメリカ、オーストラリア、カナ

ダ。それがやはり⽣活マナーが悪いので、実は⾃分の⼦供に伝染する可能性あるからということのよう
でした。だから、私もマットという元町⻑の⻑男と交流したとき、私４カ⽉預かりましたが、⾮常に⾃

⽴⼼が強くて、おれのかかあなんか毎⽇怒られていました。学校に⾏ってから、10畳間使わせておった
らみんな⼀⾯に広げているものですから、それを⽚づけるわけです。また、汚いものあると洗濯するの
です。⾃分の部屋に⼊ったな、絶対⼊ってもらっては困ると。だから、洗濯も⾃分でやるから、しなく

ていいと。そんなこと⾔われて、おれのかかあ今度、何だ、このやろう、そうやって忙しいところやっ
てくれて後で⽂句⾔ってと。それでも彼はテクニックがあって、お⺟さん、お⺟さんと、⾷べ物なんか

⾃分の好きなものはおれのかかあすぐに上げます。お⺟さん、お⺟さんと、召しこぐ。そして、⾃分の
要求を満たすと。そういうテクニックは⾮常に持っていますし、やっぱり⾃⽴⼼は全然私は違うと思っ

ています。それが⽇本⼈は少ないということで、⾃⽴が、みんな洗濯でも何でもやってもらえばそれは
普通だと思っているということです。やはり外国は、特にマナーをちゃんとしないと、⾔葉なんてすぐ

しゃべれない。もうわかっていると、どこの地⽅に⾏っても。だから、やっぱりばかにされないような
マナーだけはしっかりと⾝につけていったほうがいいよということでした。英語なんてそんな１カ⽉習

って外⼈と外国でべらべらしゃべれる⼈なんかだれもいないのだからと⾔っていましたので、学校で学
んでいる単語ぐらい並べれば、向こうではちゃんと気使ってこれを⾔うのだなとわかるのだと⾔ってい

ましたので、まずそういうことからして、これからやっぱりマナーもしっかりとしてもらって、本当は
イギリスからも⼦供さん来てもらいたかったのですが、私はイギリスは⼀回も来なかったと記憶してい

ます。そういうことで、私はその当時はやめたほうがいいのではないかと、⼀⽅通⾏の交流だったらた
めにならないのではないかと⾔っていましたが、今回まで続いていますが、ハンガリーになってそれか
らまた息吹き返したような感じがしていますが、その辺何か町⻑が、私はちょっと記憶にないのです

が、昨年あたりだれかの質問に対して、何かアジア諸国、その辺のことも頭に⼊れておく必要があるの



ではないかという答弁があったように書かれているのあるということですので、その辺をお伺いしたい
と思います。

委員⻑（髙橋久⼀君）  時⽥町⻑。
町 ⻑（時⽥博機君）  国際交流、昨年は何とか⾏きたいという⽅がいらっしゃいましたので、派遣を

しました。１年ぶりの、その前の年は新型インフルエンザという形で容易でならなかったという形でし
たので、派遣できてよかったなと思っていました。ただ、私⾃⾝は那須さんと同じでロータリークラブ

で、かつて⽇本語講座を⽣涯学習センターでやっているグループの皆さんとふるさと交流会という⽇本
にお嫁に来た、韓国から中国からフィリピンからの皆さんを交えての交流会を持ったことがありまし

た。それも500円会費で、ただでごちそうになるのは嫌ですよという申し⼊れをいただいて、それが⽇
本語講座をなさっているボランティアの指導者、我が町の⽅の⾮常に呼びかけがよかったのでしょう

か、本当に盛⼤に、当時ロータリークラブでは２年続けて交流することができて、⼤変有意義だったこ
と⾃分⾃⾝も経験いたしていましたので、ハンガリーのみならず、考えてみますと今⼩学校にはかなり

のお⼦さんがもう、⽇本にお嫁に来て、その２世が⼩学校に⼊っていらっしゃるという現実もあります
ので、そんな交流会、町ではその当時も、町からは全然お⾦が出されませんでした。当時は、ロータリ

ークラブは県の補助事業でそんな事業やれたのですけれども、そんなことが機会があったら町としても
⽀援できる、そしてやっぱり遊佐ロータリークラブは台湾の⽵南ロータリークラブとの姉妹クラブ提携

も締結して、交流も３年、２年やっているわけですから、それに対する近隣との交流も、しっかり町と
して⽀援も視野に⼊れていきたいと。そして、遠い離れた友達も、そして近くの、特に⽇本においでの
皆さんが遊佐で集まって事業やると、酒⽥の⽅も平⽥の⽅も松⼭の⽅も余⽬の⽅もいらっしゃるという

ことがありました。⽇中友好協会でのタラ汁会ですか、酒⽥の港南のコミセンで毎年中国から来た⽅と
交流しようという集まりも今現実開催されておりますけれども、そこには遊佐町においでの⽅も参加す

るという機会があるようでございます。それらやっぱりお隣の酒⽥市等とも⼒合わせながら、この地域
の皆さん、そして感銘ある国との交流等もしっかり⼤切にしていかなければならないと、このように思

っている次第です。
委員⻑（髙橋久⼀君）  12番、那須良太委員。

１２番（那須良太君）  町⻑からこれからのあり⽅をお聞かせいただきました。国際交流は、やっぱり
続けるべきだと思います。ただ、⾃分、遊佐町がまるっきり損をするほうだけではなくて、相互の理解

を得られて、双⽅が得するというか、いろんな⾯で得するような、やっぱりそういう交流が今これから
求められていると思います。⼭形県内でも結構あります。だから、こっちからも⾏って、向こうからも

来ている、そんなのが結構多いです。だから、私はそういう交流が本当の交流だと思っていますし、こ
ういう⼦供の交流が経済的な物流の交流になる可能性もあるわけですが、ただ⾏って⼀⽅通⾏だとそれ

がないわけですから、やっぱりお互いがボランティアで、家族の⾃分のうちへ泊めても結構ですが、そ
ういう⾝近な交流をしていただきたいと思います。

  これで私の質問を終わります。ありがとうございました。

委員⻑（髙橋久⼀君）  これで12番、那須良太委員の質問は終了いたしました。
  午後１時まで休憩いたします。



  （午前１１時４７分）
 

              休                 憩
 

委員⻑（髙橋久⼀君）  休憩前に引き続き会議を開きます。
  （午後１時）

委員⻑（髙橋久⼀君）  直ちに審査に⼊ります。
  ８番、髙橋冠治委員。

８ 番（髙橋冠治君）  それでは、企画課のほうへお聞きいたします。
  歳出の63ページ、公社への委託料で380万円ほど載っております。その中で、⾏政報告書の70ペー

ジに開発公社が管理した使⽤料の内容がずっとつづられております。70ページから71ページにかけて
載っておりますが、ことしは21年度に⽐べてすべての使⽤料がマイナスになっております。この原因と

いいますか、その辺を伺います。
委員⻑（髙橋久⼀君）  村井企画課⻑。

企画課⻑（村井 仁君）  お答えいたします。
  22年度につきましては、先ほど来お話ありましたけれども、夏の猛暑、冬の豪雪、さらに３⽉におけ

る⼤震災ということもあって、全体の観光のお客様⾃体が減っているということもありまして、それに
も関連してここの施設全体でのお客様が減っているというふうなことが⾔えるのではないかと思いま
す。

  以上です。
委員⻑（髙橋久⼀君）  ８番、髙橋冠治委員。

８ 番（髙橋冠治君）  公社の施設で町⺠が恒常的に使⽤している施設にふれんどりぃがあります。ふ
れんどりぃは、公社に管理委託しておりますので、⼀般の教育施設と違ってある程度の料⾦は⽣まれて

くるわけなのですが、今⼩学校、中学校、それからスポーツ少年団、そして⼀般の⽅々の使⽤状況はど
のようになっているのか伺います。

委員長（髙橋久一君）　　村井企画課長。

企画課⻑（村井 仁君）  お答えいたします。

  ふれんどりぃの利⽤につきましては、特に冬期間において利⽤が多くなっております。これは、夏の
観光客とは違いまして、また社会⼈のテニスの団体でありますとか、それから中学校、⾼等学校、そう

いったところの部活動を親の会で⾏っている活動が⾒受けられるようであります。今のところ団体とし
ては12団体。その12団体が１週間の間に張りついて活動しているわけなのですが、当然専⽤で使うと

いうことは不可能でありまして、⽇中はほとんど利⽤がないのでありますけれども、⼟⽇、そして夜、
夜間の利⽤はほとんど満杯の状態であります。

委員⻑（髙橋久⼀君）  ８番、髙橋冠治委員。

８ 番（髙橋冠治君）  今課⻑⾔ったように平⽇は夜間、それから⼟⽇の利⽤状況は満タンであるとい
うふうな説明でありました。そこで、使⽤団体を⾒てみますと、先ほど説明にもあったように、中学



校、それから⼩学校等のスポーツ少年団が町内では主に使っております。最近は、ソフトボール、遊佐
中のソフトボール、それから野球もこれに加わってきました。やはり冬期間、それから⾬天のときに使

われる施設というのはなかなかありませんので、どうしてもふれんどりぃに集中するのではないかとい
うか、集中するわけでありますが、これから冬期間になった場合、いつも調整会議という会議を開いて

ある程度利⽤者の間で調整をして、冬期間皆さんで仲よく使いましょうやというような会議がこれから
持たれるという話でございますが、中学校、⼩学校、これは社会体育施設を使えば⼀番いいのですが、

負担の⾯からいってもいいのですが、なかなか時期だとか時間だとかが合わなくて使われない部分があ
ると。どうしてもふれんどりぃを使⽤することになるというところもあります。あるスポ少では、年間

⼆⼗四、五万円の利⽤料を払いながらふれんどりぃを使わせていただいているということでありまし
た。ただし、冬期間になりますといろんな団体が集中します。やはり部活、スポーツ少年団の割り当て

もその中でぐっと減らされる部分があるということで、全部通年通して同じ時間帯、同じ場所というふ
うにはいかないのですが、何とか善処をしていただきたいという話があります。

  やはり公社の施設でありますので、元来これは、ふれんどりぃのあの施設は交流⼈⼝拡⼤のためにつ
くった施設であります。とすれば、他町村からのお客を呼んで遊佐のアピールをすることが⼀つの⽬的

でもありますが、やはり町の、特に⼦供たちの親からすれば、町体もふれんどりぃも同じように⾒える
というのが筋ではないかなと、思いではないかなというふうに私は思っています。その中で、酒⽥の団

体が３つほど⼊っています。他町村に⾏くと、やはり町の施設でありますので、町の中学校、⼩学校、
スポ少の予約をまず２カ⽉前に先⾏に予約をして、その後町外の予約をするというように、枠として町
の⼦供たち、スポーツ団体が使⽤できるような枠組みをしてから町外の⼈に、さあ、どうぞというのが

ほかの町のやり⽅であります。ただ、先ほど⾔ったようにここは公社でありますし、社会体育施設でご
ざいませんので、そこは何とも⾔えないところがありますが、その辺はやはり⼦供たちのそれこそ体⼒

向上、教育向のためでありますので、その辺はどういうふうにお考えなのか伺います。

委員長（髙橋久一君）　　村井企画課長。

企画課⻑（村井 仁君）  ふれんどりぃの利⽤に当たりましては、調整会議を年２回開かせていただい
ております。それは、どういうことかといいますと、今委員おっしゃったように早い者勝ちにとってだ

れも使われなくなるというようなこともありましたし、また何カ⽉も予約をしてキャンセルをしてその
ままにしていると、だれも使わないのにあいてるという状態があったりということがないように、お互

いに調整をしましょうということで調整会議をしているところであります。
  委員おっしゃった町内の団体と町外の団体の利⽤における多少の格差があっていいのではないかとい

うことなのですが、これは社会体育、町⺠の体⼒、スポーツの施設としての社会体育施設の場合です
と、それは許容される範囲ではないかなと思いますし、私がきょうちょっと体育館のほうに確認をしま

したら、もう既にそれはやっているのだということ⾔っておりました。料⾦でも差がついていますし、
そういう意味では委員おっしゃったような形での格差がついているというふうなことは社会体育施設に
あっては当然のことだというふうに思っております。しかしながら、ふれんどりぃの施設につきまして

は多少性格が異なりまして、委員おっしゃったとおりでございます。遊楽⾥、それからコテージ、キャ
ンプ場、関連の施設を利⽤した⼈が、例えば⾬天のときにふれんどりぃを使ってさまざまなスポーツ活



動やイベントを⾏うというふうなことが、⾔ってみればあそこの施設全体のステータスを上げていく、
そういう意味合いでの施設でありますので、そこを制限をしてスポーツ少年団とか中学校の部活をがち

がちに⼊れてしまって⼊れないというふうな状態は、施設の設置⽬的としては本末転倒になってしまう
と。そこがまた悩ましいところでありまして、委員おっしゃったように、何度もおっしゃっておりまし

たが、そのバランスをとってやっていかないと、どっちが強過ぎてもいけないというふうに思っており
ます。特に町外の団体、私の⼿元には３団体今あるのですけれども、町内の団体をあの施設の段階で制

限をしてしまうと、遊佐町⺠の皆さん⽅がほかの市町で体育施設、あるいはこういった施設を使うとい
うことも当然あるでしょうし、そういったときのことを多少考えざるを得ないというふうに思っている

ところであります。できる限り、例えば定例的に使うスポーツ少年団なんかの場合については、社会体
育の施設、または学校開放を使っていただくのが⼀番ベストなのではないかなというふうに私としては

考えているところです。ことしの４⽉からは、使⽤料に加えて実費についても無料にしているというこ
と伺いましたので、年間21万円ぐらい今使⽤料払っていただいているのですけれども、そういった⾯か

らもできる限りそういったところでの活動が望ましいのではないかなと思っているところです、いろい
ろ事情あると思いますが。私が聞いた範囲内では、遊佐中学校の夜間開放については週２回あいている

と。⽉曜⽇と⽔曜⽇でしたか、あいているということで、ソフトテニスに関するスポーツ少年団は⽉曜
⽇が練習⽇のようでありますので、休館⽇になっているかどうかわかりませんが、そういった⼯夫がま

ずは１つ必要ではないかなというふうに思っているところです。
  それから、もう⼀点、使⽤料の関係ですが、これ委員おっしゃったとおり指定管理料を公社は町のほ

うから受け取っていませんので、そこからの上がりで⾔ってみれば電気料、⽔道料、夜間警備、⼈件

費、清掃、その他の⽀払いをしておりますので、どんどん減免していくとそれができなくなるというふ
うな性格の施設でもありまして、⾮常に悩ましいところなのですけれども、調整会議の中で社会体育と

観光施設のバランスをとりながらやっていくということが当⾯⼀番いい⽅法なのではないかなというふ
うに考えているところです。

  以上です。
委員⻑（髙橋久⼀君）  ８番、髙橋冠治委員。

８ 番（髙橋冠治君）  今社会体育施設、中学校の体育館だとかを使⽤可能だという話もありました。
ただ、⻑年練習⽇が、定期的に⽕曜⽇、⽊曜⽇というように決まっておるということで、⽗兄もそれに

合わせたライフスタイルをしているということでもあります。やはりスポ少の場合は、部活と違って⽗
兄の送り迎えなしにはやれないことであります。ただあいているから、使えばいいというものでもない

のかなというふうに私は思っております。
  もう⼀つは、休⽇は⽬いっぱい、ぱんぱんなのだというふうな話であります。確かに⾒ますといっぱ

いでありますが、こういう話があって、⼤体中学校だとかスポ少は午前中なのだと、⼟⽇は。できれば
⼀般の⽅は午後からお願いすればありがたいのだというような話をしておりました。これを⾒ている
と、午前中に⼀般の⼈⽅が⼊っています。時間調整、使⽤時間の調整も必要なのかなというふうに私は

思っています。午前中は⼦供たちに使⽤時間を与えて、⼀般の⽅は何とか午後のほう、⼣⽅のほうに回
っていただければ、まだ空き時間は中にぽつぽつあるわけで、そうすれば練習時間の余裕も少しは出て



くるのかなというふうに今⾒ていますが、そのようなことで調整会議に諮るとか、やはりもう少し、要
望として⾮常に声が⼤きいものですから、それを体育館があいたから、使えやとか、それでいいものか

というふうに思っています。この辺は、どう思っておりますか。
委員⻑（髙橋久⼀君）  村井企画課⻑。

企画課⻑（村井 仁君）  調整会議の中での議論なのですが、実はそこに参加をしている団体、具体的
に⾔いますと中学校の部活の保護者会が多いのですけれども、はっきり⾔いましてそこでの調整もつか

ないと。役場で何とかするという前に、それぞれで調整をしていただけないでしょうかというふうにお
願いをしているのですが、いやいや、ここは譲られないというふうになりますと調整のしようがないと

いうのが今の現状でありまして、さっき申し上げましたように12団体あって、それをすべて夜、夜間の
時間に振り分けますというと絶対専⽤では使えないと、必ずどこかの団体と⼀緒に半⾯ずつ使わないと

使えないという現象が⽣まれるのですけれども、そのことについても、いやいや、絶対全⾯でなければ
だめだというふうに頑張りますというともう調整がつかないというのが今の現状でありまして、次々に

新しい部の保護者会が⼊ってまいりまして、今ですと特に夜についてはもう正直⾔って調整不可能な状
態にまでなっております。しかも、⼀番私どもで配慮しているといいますか、調整をしなければいけな

いと思っているのは、グラウンドゴルフを冬はする場所がないということで、⼀応週１回、午前中優先
的に振り分けているのですけれども、そこは平⽇の⽇中ということですので、特にほかの団体とバッテ

ィングすることはないのですけれども、夜になりますと途端にバッティングが始まって、なかなか調整
が難しいのが現状であります。料⾦の問題、また限られたコートをお互いに譲り合って使うという、そ
ういう⾔ってみればお互いの調整をする姿勢がやっぱり必要なのかなというふうに思っておるところで

ありまして、スポーツ少年団だから、年間通じて必ず⾃分たちの都合のいい⽇、いい時間だけ確保でき
るというふうなことにはならないのではないかというふうなことを考えているところであります。

  なお、社会体育施設についても、いやいや、もうとれないのだというふうなことではなくて、きょう
体育協会のほうに確認しましたら、そういう⾔ってみれば⽐較的あいている⽇があると。そういうとこ

ろをねらって⾼校のテニスなんかはやっていますということでしたので、そういった⼯夫もある程度必
要なのではないかなというふうに思っているところです。

  以上です。
委員⻑（髙橋久⼀君）  ８番、髙橋冠治委員。

８ 番（髙橋冠治君）  今の話も確かにそうであります。そういう場合はどうなのですかねと⽗兄に⾔
ったら、社会体育施設のほう町外の⼈使えばいいのではないかというような形でして、なかなか話がま

とまらないところもあって、ただ時間調整だとか、それからどういうふうにすれば改善の⽅向に向かう
のかは、調整会議の前に少しすり合わせをしていただいて、少しは改善していただきたいと、私はそう

思っております。
  そうなると、遊佐町はそういう施設があるから、あそこに⾏けば冬期間練習できるのだというところ

がありますが、ない地域ではあきらめるか、それとも中学校あたりは⽗兄がパイプハウスをつくって、

そこを練習場にしている中学校もあります。こうなると、教育委員会に話が振るので、まずいのです
が、やはりそうなればそれなりの学校の施設のほうも冬期間向けの施設もこれから考えていかなければ



いけないのかなというふうに思っております。まずは、近々の問題でありますので、その辺は、課⻑、
含めて改善をしていただきたいというふうにお願いを申し上げます。

  では、次にいきます。歳出の41ページ、児童福祉費の中の２節の給与等がずっとありますが、職員給
与、それから職員の共済、次ページの42ページには臨時職員の保育⼠の雇い上げ賃⾦等が載っておりま

す。今⼦育て⽀援いろいろやっていますが、⾮常に⼿厚い⽀援のもと、⼦供たちは安⼼、安全に保育を
受けているのかなというふうに思っております。その中で、私もかなり前から、保育園の保育に係る環

境、ハードな環境もありますし、ソフトな環境もあります。その辺の向上をどうすればいいのかという
話をずっとしてきました。過去には、今もそうなのですが、正職１に対して臨時が２ということであり

ます。今もその割合は変わっておりません。前までは、10カ⽉働いて２カ⽉休まなければいけないとい
うような実態がございまして、ずっと⾔い続けてそれが11カ⽉になって、それから臨職のお給料もかな

り低かったということで、なかなか応募しても集まらなかったというところがあります。今でも応募し
てすぐというのは、なかなかないのだと思います。でも、これが少しずつ改善してきました。これから

そういう臨職、職場のそういうソフトなことの改善に向けて、このままでいいのか、それこそまた11カ
⽉なので、１カ⽉お休みをしていただかなければならないということもあります。その辺のことは、今

後どのように考えているのか。課⻑もそうなのですが、これは政策問題なので、町⻑もありましたらよ
ろしくお願いします。

委員⻑（髙橋久⼀君）  東海林健康福祉課⻑。
健康福祉課⻑（東海林和夫君）  お答え申し上げます。
  今質問の中にありましたように、この間保育園に関しましてはソフト、ハード、少しずつではありま

すが、改善といいますか、向上というふうなことで取り組んでまいりました。その中で、お尋ねにつき
ましてはソフト、とりわけいわゆる⼈的体制というようなことであろうと思います。今いわゆる正規職

員１に対して⾮正規が２というような、⼤ざっぱですけれども、そのような⽐率は前から余り変わって
いないのではないかというご指摘でございました。⾏政報告書のほうにも職員の配置⼈数は出ておりま

すし、この４⽉１⽇の時点の⾮正規の職員数等々を換算しても１対２という、そういう⽐率から⼤きく
は逃れていないという実情は実情でございます。

  さらに、委員ご案内のとおり、いわゆる臨時職員というふうな中にも資格を持って11カ⽉雇⽤になっ
ている⽅、あるいは資格なしの保育助⼿という形で常勤になっている⽅、さらには常勤で資格はあるけ

れども、６時間というようないわゆるパートの⽅、あるいは休みをとるときに埋め合わせというような
形でスポットで⼊る⽅、そんないろんな労働時間帯といいますか、そういうケースを⾮常にある意味魔

術のごとくローテーションを組んで、園⻑以下切り盛りしているというのがこれ実情でございます。ご
指摘のように募集をしてもなかなか集まらないということもあるのではないかという話でしたけれど

も、いわゆる待遇の⾯でもこの間、毎年というわけではありませんが、改善をしてきたところでありま
して、23年度も前年に⽐べればこれも改善をしたところでございます。参考までに単価を申し上げれ
ば、保育⼠の資格を持っておられる⽅は１時間当たり860円というようなことで、８時間ですので、

6,880円という１⽇当たりの賃⾦になります。これをそれでは他の⾃治体と⽐較した場合というふうな
ことでいきますと、6,880円⾃体はそんなに遜⾊はない、あるいはかえって上回っているというところ



までは来ているのです。ただ、⼀⽅、委員もお調べの中でご存じかもしれませんが、ただ遊佐の場合は
全部⼀律ということになっております。しかし、段階を持っている、幾つかの区分を持っている、例え

ば酒⽥市だとかというのがございます。これは、年齢で区分を４つぐらいしておりまして、年齢⾼い⽅
の場合は若⼲積み上げになっている、あるいは経験年数ごとに区分をしていると、こういうようなスタ

イルを持っているところもございます。
  それで、９⽉の15⽇のお知らせ号にも募集案内は出しました。いわゆるハローワークのほうにもずっ

とこの間出しておりますが、年度途中ということもございまして、なかなか応募はなされないというこ
とで来ております。10⽉１⽇には、来年度の保育園の募集というようなことで広報でお知らせをしま

す。そんなことで、来年度の予算編成に向けての実施計画、これらも今もう策定始まっている、そうい
う段階に来ているわけでございますので、来年度どのようにしていくのかと。今の段階では、募集をか

けて何とかという状況ですが、来年度、４⽉からはというふうなことでいきますと、なかなか今の待遇
といいますか、条件をそのまま引き継いで果たして改善が期待できるのだろうかと、こういう懸念は現

場の⻑としては率直に感じているところでございます。したがって、例えば待遇の⾯を考えた場合に、
いわゆる働き⽅も⽇々雇⽤というふうなことではなくして、例えば嘱託というような取り扱いにすれば

11カ⽉といったような壁は取り払われるわけでございますし、そのかわりと⾔うとあれですが、いわゆ
る雇⽤期間というのも単年度でなければならないということもないわけでして、この辺も少し、複数年

にわたる期間と、これは契約になってくるわけですので、そういった⼀定の⼿法はあるだろうと。ただ
し、かといってそういう嘱託にすればすべて万々歳なのかということであれば、それはそれでやはり⼀
定の課題はまだまだ残るだろうというふうには思いますけれども、現実問題として今できることは何な

のか、あるいは中⻑期的に⾒た場合はどれが得策なのかと、この辺を⾒据えながら実施計画のほうの策
定に反映をさせていきたいというふうに思っていますし、嘱託という部分につきましては現に総務のほ

うと協議はしているところでございます。
  以上です。

委員⻑（髙橋久⼀君）  ８番、髙橋冠治委員。
８ 番（髙橋冠治君）  近隣を⾒てみますと、保育園が法⼈化されて、その法⼈の中で働いているとい

うことでありますし、ということは当然⽇々雇⽤、通年雇⽤になっております。やはり町が直接経営し
ているうちは、なかなかそういうわけにはいかないのかなというふうに思っていますが、町の考え⽅次

第で、トップの考え⽅なのだと思いますが、やはり年じゅうしっかりした雇⽤があるところでしっかり
した保育をしていただきたいというのが保護者の切なる願いなのかなというふうに思っています。ある

⼈に聞いたら、何々先⽣が11カ⽉で休みで別の先⽣になってその⼦が保育園に⾏かなくなったというの
も聞いております。それはそれとしてですが、かわるということに対してやはり⼦供たちはそれなりに

察しています。それは、春にかわるというのは、当然そういう中で⼦供たちもわかっておりますので、
いいのですが、ちょくちょくかわってきます、保育園の中で。それも問題あるのかなというふうに思っ
ています。先ほどから那須委員も雇⽤の確保、雇⽤の確保と⾔っています。やはり保育園であっても雇

⽤の場であります。⾒てみますと、歳出の中から拾ってみますと、職員の給与、共済、それからその他
もろもろでどのぐらいのお⾦かかっているのかな⾒ますと、⼤体１億2,000万円ぐらいの⽀出が出てい



ます。これは16⼈分です。臨職が⼤体5,000万円、25⼈。プラスアルファがあるのです、ここに。１
歳児、ゼロ歳児が来ますと、その都度ふえたりしたり、プラスアルファですから、単純に割っても臨職

は200万円なのです。職員は、⼤体600万円後半なのです。700万円近いのです。共済代を含めてで
す。そういうような賃⾦の格差もあるのです。では、賃⾦の格差があるからといって、では責任に格差

があるのかというと、⼀つもありません、責任は。⼦供を保育するにこの⼈が責任重くて、⼦供に⼿を
かけている⼈は責任の重さとかは関係なく⼀⽣懸命やっているのだと思います。その辺を思えば、やは

り少しは改善しながら、通年雇⽤していきながら、保育園の保育の状況といいますか、中⾝を充実する
べきだと私は思っていますが、この辺はどうお考えですか。

委員⻑（髙橋久⼀君）  時⽥町⻑。
町 ⻑（時⽥博機君）  お答えをいたします。

  これまで我が町では、安かろう臨時の⽅を、待遇も酒⽥から⽐べれば本当に違う形で、びっくりする
ぐらい違うのです。そんな形でこれまでやってきたのです。私は、就任以来このままではやっぱりだめ

であろうという形で、今課⻑が⾔った嘱託とか、いろんな指⽰をしました、ほかに学ぶところはあるの
でないかと。それから、私は実はこの議場でもできれば有資格者を決算のときは必ず雇うようにすべき

ではないかという形もしていました。待遇にしても⼦供たちにとっても、今町は町として３園を維持し
ているわけですから、やっぱりそれなりの⼈的備えはしなければならない。ただ、なかなか追いつかな

いというのは、ゼロ歳、１歳というのが⾮常に⼈数的な縛りで、体制はある程度、実は今の⼈数でいけ
ば、かつての10年前ぐらいの⼈数でやれば、ゼロ歳、１歳ほとんどいない時代ではこれで⼗分に賄えた
とは思っていますけれども、時代の流れに⾏政が追いついてこなかったという反省もしなければならな

いと思っていますけれども、今年度今採⽤に、若⼲名保育園の保育⼠さんを採⽤予定であります。昨年
貴重な園⻑さんが１⼈年度途中での申し出で退職という形になりましたけれども、しっかり補充をさせ

ていただきながら、こういう形態どうあるべきものなのか。酒⽥市は、合併当時保育園はもう⺠間にす
るのですよという市⻑の⽅針を出して、どんどん、どんどん団体つくらせてやったやに伺っております

けれども、なかなかそれは⼀概には進まないという話も、ちょうど私はその当時の酒⽥の健康福祉部⻑
が同期でありましたので、その話伺っております。町で⽀えなければならないものについてはしっかり

⽀える。⼈的体制不⾜あれば、どんな雇⽤がいいのかも含めて、それからやっぱり待遇が⼀番悪過ぎた
のが、それから遊佐はやめてもなかなか募集しないのだというのが伝わってしまったのでないでしょう

か。受けてもらえないということが積み重なってきた原因として今このような状態になっていると思い
ます。これ待遇改善含めてやっぱりしっかりと取り組まないと、町の信⽤です。あそこの町⾏ったって

全然だめだからと⾔われること⾃体が町の信⽤を失うということの⼀つになると思います。その辺につ
いては、しっかり対応してまいりたいと思いますし、これまで努⼒してきましたので、さらなる努⼒を

進めてまいりたいと、このように思います。
委員⻑（髙橋久⼀君）  ８番、髙橋冠治委員。
８ 番（髙橋冠治君）  さらなる努⼒をしていくということであります。期待はしております。

  やはり現場の話を聞きますと、特に近年ゼロ歳、１歳の保育が多くなって、その対応にもう四苦⼋苦
しているということであります。そのたびに保育⼠さんを途中に採⽤しなければいけないとか、⼤変そ



こが⼀番今ネックだという話をしておりましたし、やはり⼦を育てる感覚が変わってきたと。我々親の
ときには、何があっても優先順位の１番には⼦供があって、次に何かがあって、こういうふうな順序が

ありました。話を聞きますと、今の親御さんは⼦供の優先順位って⼀体どこにあるのかなというような
話をしておるところもあります。親の考え⽅もありますし、なかなか⼤変な時期であります。⼦供のこ

とを尊重しているのか、そのまま⾔いなりになっているのかわからないというところもあります。先ほ
ど那須委員が体に美しいというのがしつけだというふうな話をしていました。やはり家庭のしつけと保

育園のしつけは違うのだと思いますので、家庭のしつけ⼒というのを、保育園も⼤事なのですが、町と
して何とかそういうしつけ⼒を⾼めるような⼿だても、ただ保育園に⼦供を預ける、いろんなイベント

に親が来る、親⼦⼀緒に楽しんで交流をする、それも結構なのですが、親の教育⼒の向上も含めたこと
をしていかないと、ただ預かるだけの施設ではいけないのかなというふうに最近思っています。その辺

は、なかなかお答えづらいところもありますが、私ごとでも結構ですので、どういうべきなのか。これ
は町⻑か。

委員⻑（髙橋久⼀君）  時⽥町⻑。
町 ⻑（時⽥博機君）  私も髙橋冠治委員と⼀緒にＰＴＡ活動して、⼦育てに悪戦苦闘した経緯があり

ました。それぞれの世代でやっぱり⼤いなる指導者というのですか、息⼦の担任の先⽣だったり、いろ
んな先輩から教えをいただきながら⼦育てをした経緯があります。町の今の現役の⼦育て中の皆さんに

もしっかりとやっぱり研修をしながら、お互いに苦労話の内向きの話もいいのでしょうけれども、前向
きに、そしてしっかりと研修をする姿勢でもってやっていただければもっともっと地域の教育⼒の向上
にもつながってくるのかなと。ただ、思いますのは、ゼロ歳の⽣まれて何カ⽉、ちょうど育児休暇なの

でしょうか、終わった⼦供が寝ている間に、まだ朝意識もはっきりしない間に保育園に預けられて、そ
れから夜眠くなってからまたお⽗さん、お⺟さんの家庭に帰るという、やっぱりその辺の親⼦の愛情が

どのように変わっていくのかな。実は、三つ⼦の魂という形で３歳まではしっかり抱き締めて育てまし
ょうよという、かつてはそんなこともあったのですけれども、社会情勢がなかなか許さないということ

もあります。それらは、やっぱりただただ預かればいいという保育ではないと、それは思っています。
そして、それなりに教育、そして経験を積んだ町の保育園の先⽣たちも頑張っていらっしゃると思いま

すので、これらもしっかりと研修を重ねて、それが地域に反映できるような町でありたいなと思ってい
ます。

  以上です。
委員⻑（髙橋久⼀君）  ８番、髙橋冠治委員。

８ 番（髙橋冠治君）  それでは、⼀般質問の中でも、⾏政報告の38ページに特定の健康診断とか、い
ろんな事業が載っていますが、遊佐町の平均寿命というのは県内でも５本指に⼊ります、下から、いつ

も。これを何とか改善をしていかなければならないのかなと私は常々思っております。いろんな健診等
やって、データ分析して蓄積はしていると。では、その蓄積したものを町⺠の健康維持、⻑⽣きするた
めにどのように活⽤するのか。やはり活⽤が⼀番⼤事なのかと。それは、健診して病気を⾒つける、こ

れは⼀番⼤事。次は、予防というのが⼀番⼤事。予防するための数字として健診の結果をずっと積み重
ねてきているわけです。それにしても常に、いつかは男性は最下位のときもあったのです。それを思う



と、健康管理センターがあって、保健師さんたちが⼗分いて、いろんな指導をしていただけます。その
指導の仕⽅をもう少しわかりやすく、指導しやすく、町⺠も納得しやすいような形でできないものかと

いうふうに思っていますが、その辺どう思っておりますか。
委員⻑（髙橋久⼀君）  東海林健康福祉課⻑。

健康福祉課⻑（東海林和夫君）  お答えいたします。
  委員お話しのように⼿持ちのデータでは、国勢調査を踏まえて平均寿命というのが出されるものです

から、直近のやつはまだ⼿元にありませんで、⼀番最新ので2005年、このときのデータはございま
す。平均寿命ですが、参考までに県内の、既に合併後の数になっておりますけれども、遊佐町は男性で

77.9歳、31番⽬、市町村では。⼥性で85.4歳、27番⽬と、このような数字になっております。ご指摘
のあったように数えれば下から５番⽬だとか下からのほうが早いと、これもまたそのとおりでございま

すし、押しなべて庄内地区というのは県内のほかの３地区と⽐べると下のほうに位置すると、こういう
傾向にございます。

  それで、この間健診含めまして、予防、あるいは保健指導といったようなこと等々を取り組んできた
わけです。幾つかお尋ねではありましたけれども、まずは予防という意味合いでは健診率、いわゆる受

診率をどう向上させるかという、そしてまた早期発⾒というのは、これは⾮常に⼤きな位置づけになっ
ているわけでございまして、それぞれのがん検診にしろ、いわゆる特定健診にしろ、年ごとで１つの項

⽬ごとで⾒ていけば若⼲の、ある健診項⽬では前年よりちょっと下回っただとか、そういうことはあり
ますけれども、ここ三、四年というふうなスパンで⾒ていけば、これはすべて右肩上がりで推移してい
るというようなことにはなってございます。これは、まだまだ受診の勧奨のやり⽅等々も⼯夫は必要だ

とは思うのですけれども、はがきだけでなく電話含めて、それも回数含めて、⾮常にしつこく案内を勧
奨をしているということでありますし、さらには当然そういうデータの中ではこれまで⼀回もというい

わゆる未受診の⽅を抽出しまして、さらにはそれを未受診者対策という⼀つのこれ⼿法なのですが、町
内６地区のうち蕨岡地区を少しモデル的にピックアップしまして、未受診者対策を講じました。しか

し、残念ながら、ちょっと今⼿元の数字は定かなのはないのですが、対象者は３けたいるのです。そこ
にすべて電話がけ２回以上なり、何らかのアクションを起こしましたけれども、そのことによって受診

をしたというのは５名に満たないのです。そういう現実もございます。しかし、それにくじけることな
くやはり今後も未受診者対策というのは進めていかなければならないと、このように思っていますし、

例えば⼤腸がんの場合は⼤腸がんの受診申し込みをしていなくても特定健診の申し込みをしていれば、
いわゆる便検査の⼤腸がんキットなのですが、これはもう有無を⾔わさずというか、承諾なしにどんと

同封してやると。それで、受診をしてもらえれば、これは幸いだというようなことで、22年度、そのよ
うなやり⽅をとりました。そうしたところ、受診者は300⼈以上ふえております。そんなやり⽅もいろ

いろ⼯夫しながらということではありますけれども、実は訪問なり含めていろいろあるのですけれど
も、⼀番まではいかなくても、では悩みの種といいますか、悩みは何なのかということになると、これ
をちょっとごらんいただけますか、⾏政評価報告書、決算の。そうすると、22ページにいわゆる外部評

価の意⾒と町としての考え⽅というのがまとまって載っています。22ページです。ここの事業ナンバー
でいきますと164番に特定保健指導という事業名がありまして、継続、継続という⽅向性は出ているの



ですが、町としての考え⽅というところの欄をちょっと読み上げますと、「特定保健指導対象者へは健
診結果が届くと同時に結果説明会や医療相談会、訪問等の連絡をして、⾯接の機会設けているが、毎年

同じ⼈が拒否し、指導につながらないことが課題である」と。「成功例の紹介や魅⼒ある内容や⼯夫を
図りながら」云々とあります。毎年拒否するといいますか、なかなか機会を設けても出てきていただけ

ない。委員さっきのお尋ねは、出てきて相談のときの話し合いをもっと上⼿にしろと、こういうことで
はありましたけれども、まず⼟俵にどうして上がらせてくるかということも⾮常に⼤きな課題になって

おります。そんな意味では、今⽉の５⽇の⽇に庄内管内の特定保健指導に係る研修会、こういったこと
も開催をしておりますし、これからも今までこうやったからということだけではなくして、当然他市町

村で⾮常に学ぶべき先進事例があれば取り⼊れたり、いろいろ⼯夫しながらそこのところは取り組んで
いきたいというふうに思いますし、委員のほうからもより具体的な参考になるような、そうした考え⽅

があればなおご教授いただければと、このように思います。
委員⻑（髙橋久⼀君）  ８番、髙橋冠治委員。

８ 番（髙橋冠治君）  ⼆、三⽇前にＮＨＫで尼崎市の例があって、⾮常にいい参考になるテレビ番組
でありました。あれから私もこの⼆、三⽇はお酒を控えております。やはりわかりやすい説明、わかり

やすい様式でありましたので、今ここでというのは難しいのですが、後で参考にしていただいて、とに
かく予防、⼈⼯透析は年間１⼈600万円かかるそうであります。⽇本全国でもう急激な、こんなすごい

ライン、グラフの線が伸びているそうなのですが、全国の⾃治体で減った⾃治体は尼崎市だけなのだそ
うです。そういうようないい事例もありますので、やはりいいことは参考にしながら予防に努めてもら
いたいというふうに思っています。

  次に、最後ですので、総務のほうへ伺います。いろんな指数⾒ますと、健全な指数、それから将来負
担⽐率が去年は102でしたか、その辺にありましたが、今回⾒てみますと79.幾つにぐっと下がってい

ますが、その辺の理由というのは何でしょうか。
委員⻑（髙橋久⼀君）  本宮総務課⻑。

総務課⻑（本宮茂樹君）  お答えを申し上げます。
  決算監査のほうからご報告ありました審査の資料ありますけれども、その中に町の将来負担⽐率の状

況、これについての計算式といいますか、そのページがございます。後で参考まで⾒ていただければと
思うのですが、かなり難しい計算式にはなってございますが、ポイントだけ申し上げますと、１つは将

来負担⽐率、今回79.4％までぐっと下がってございます。この要因を４つほど申し上げますと、１つは
地⽅債現在⾼、これが分⼦になっています。分⼦になっているものですから、それが２億円ほど縮減を

されたということ、これが１つ。それから、基⾦積⽴額、これは将来財源として使えるわけですので、
基⾦をふやすということはその積み⽴てた基⾦はマイナスという計算になります。これも分⼦に来るの

ですが、そういう意味で基⾦が逆に２億円ほどふえていると。これは、⼀般会計だけでなくて、国保の
基⾦なんかも含めてでございます。それから、３つ⽬が交付税措置等の償還財源のある地⽅債の借⼊額
の増ということで、いわゆる交付税で措置をしてくれるよという地⽅債がふえてきたものですから、そ

の部分の増がございます。臨時財政対策債とか、昨年からは過疎債というようなことで、昨年交付税と
臨時財政対策債両⽅合わせて、⼀般質問でもございましたけれども、いわゆる交付税の振りかえ措置で



ありますので、昔は交付税という⼀つの概念に組み込まれるというふうに判断すれば、交付税と臨時財
政対策債を⾜した額が13年以来ずっと右肩下がりでした。しかし、トータルの額で昨年度は初めて平成

13年を上回ったという年でございます。それがふえたということ。それから、これは交付税算定のとき
になるのですが、標準財政規模、これがふえたというようなことで、それは分⺟のほうになりますの

で、そういった４つの要因が⼤きな要因となってこの79.4という数値になっているというところでござ
います。

委員⻑（髙橋久⼀君）  ８番、髙橋冠治委員。
８ 番（髙橋冠治君）  昨年と⽐べて⼤幅にといいますか、23.3％減っているということなので、まず

は説明はわかりました。臨財債、それから過疎債というような交付税措置が⼿厚いものが多くなったと
いうのが⼤きな理由かなというふうに思っています。まずは、いい借⾦と悪い借⾦とよく⾔われます

が、町の今町債残⾼は78億円ぐらいでしたか、毎年下がっています。中⾝を⾒ると、この将来負担率の
中で⾒ると、78億円のうちにはいい借⾦が多いという考え⽅で⾒ていいわけです、これは。ということ

でやはり健全経営が、借⾦の中にもいい借⾦ふえると将来負担率が下がっていくのだということで、ま
ず時間もないので、これからは総務課⻑からいろいろ⼿だてをしていただいて、借⾦するときもいい借

⾦で将来負担率が上がらないようにお願いして、私の質問はこれで終わります。
委員⻑（髙橋久⼀君）  本宮総務課⻑。

総務課⻑（本宮茂樹君）  時間がありませんので、簡潔にお答えいたします。
  地⽅債現在⾼78億円程度、これに利⼦を加えますと87億円くらいを今返さなければなりません。そ

のうち先ほど申した国が負担する額、それからふるさと融資等の貸付⾦等として返還になってくる額、

これらを引きますと⼀般会計の場合は28億円弱と。87億円のうち28億円くらいが町⺠の実質的な負担
額となっております。

  以上であります。
委員⻑（髙橋久⼀君）  これで８番、髙橋冠治委員の質問は終了いたしました。

  ３番、髙橋透委員。
３ 番（髙橋 透君）  それでは、地域⽣活課から質問いたします。

  ページは48ページ、３⽬の環境衛⽣費、13節委託料の⽔⼒発電実証実験調査委託料、それから多分
関連していると思いますので、17節公有財産購⼊費、マイクロ⽔⼒発電装置取得費、これの説明をお願

いします。
委員⻑（髙橋久⼀君）  池⽥地域⽣活課⻑。

地域⽣活課⻑（池⽥与四也君）  お答えをいたします。
  まず、13節のマイクロ⽔⼒発電調査の委託料に関してでございます。これ神奈川県の会社に発注をし

まして、年間を通じて⼩⽔⼒発電、その実証、実⾏、実⽤化に向けた検証の業務の委託をお願いをして
おります。遊佐中学校のスクールバス⾞庫わきの朝⽇堰を利⽤して⾏っております。その内容について
申し上げたいと思います。朝⽇堰については、⼀般の⽤⽔路なわけでございますが、そこ⽔路の深さが

⼤体75センチくらいありまして、⼤体通常40センチくらいの⽔量をもって運転をしているわけでござ
いますが、１⽇約0.73キロワットアワーの発電量を供給しております。そのうち0.32キロワットの電



⼒利⽤ございまして、実績がございまして、それをもって学校の⼦供たちの通学路にあります夜間照
明、ＬＥＤ照明灯４基に供給をしていると。⼤体４時から７時までのタイマー設定しておりまして、最

⼤３時間の間でということで、センサーを働かせて季節間の、暗くなりましたら稼働するような形で、
供給するような形、そういったシステムをとっております。0.73に対して0.32でございますので、

44％の利⽤率ということでございます。そういった実績について、建屋にパソコン、あるいはロガーと
⾔われる設備置きまして、記録をとってその実証をしているということでございます。当初委託業務を

続けておったわけですが、その後昨年度においてその設備について購⼊をしようというふうなことにな
りまして、補正予算をお願いして、発電装置の取得を380万円で⾏ったということでございます。

  以上です。
委員⻑（髙橋久⼀君）  ３番、髙橋透委員。

３ 番（髙橋 透君）  中学校の朝⽇堰のところに設置して実証実験⾏ったということですが、いろい
ろ問題もあるやに聞いております。総務省の提唱する緑の分権改⾰でしたっけか、それの⼀環としての

ことなのだと思いますが、この実験、報告書も出ているわけですが、その結果マイクロ⽔⼒発電という
のが遊佐町に適したものなのかどうかという、普及するかどうかという、その辺のところまである程

度、課⻑のほうではどのように考えてとらえているのでしょうか。
委員⻑（髙橋久⼀君）  池⽥地域⽣活課⻑。

地域⽣活課⻑（池⽥与四也君）  お答えをします。
  委員ご指摘のとおりいろいろな課題が持ち上がっております。まだ始めて間もないことでもございま

すので、いろいろと過不⾜はあるのでしょうが、後段ご指摘の遊佐町にマイクロ⽔⼒の取り組みが果た

して適しているのかどうか、あるいはほかに適地があるのかどうか、まさにそのことを突きとめていこ
うというものでございまして、申すまでもなく遊佐町にはそういった似たような⽔路がほかにもあるわ

けでありますので、もしこれが安定的に運転になりまして、供給も⼗分だと、コスト的にもというふう
な理想に近づくようなことであれば、ほかの⽔路にもというふうなことで広げていくことになろうかと

思います。
  以上です。

委員⻑（髙橋久⼀君）  ３番、髙橋透委員。
３ 番（髙橋 透君）  新エネルギーというか、今県でも新エネルギーの戦略ということで今年度中に

策定するというようなことけさの新聞でも書いてありましたけれども、やはりそれに合わせて遊佐町
も、⾵⼒はほかの⾃治体に先駆けて始まっておりますので、町⻑もおっしゃるように県のそれに合わせ

て新エネルギーの計画、戦略を練っていくべきではないかなというふうに私は思いますが、これ産業課
も⼊っている、産業課の所管ですか、エネルギーは。ということなので、その辺のところ政策的なこと

もありますので、⼀般質問で１番委員に町⻑答えていましたけれども、ちょっと消極的な答弁に私には
聞こえましたが、町⻑、その辺のところはどうでしょうか、これからエネルギーに関して。

委員⻑（髙橋久⼀君）  時⽥町⻑。

町 ⻑（時⽥博機君）  私は、就任以来、⾃分が議員のときに新エネルギー導⼊ビジョンもろ⼿を挙げ
て賛成してきたという経過がございました、どんどんやっぱりチャレンジしてみましょうよと。まさか



福島の原発事故が3.11に起こるなんて当時は想定もしていなかった、原⼦⼒は安全だというふうな形で
⾔われていたという経過がありますけれども、もう10年以上前です。本当に⾵⼒の話は⼤分ありました

ので、推進しましょうと⾔ったけれども、なかなか中⾝が⼀緒に、具体的な話まで進んでこなかったと
いう形があったわけですけれども、それに限らず今ことしも⼀般質問でもお答えしました緑の分権改

⾰、100％国の補助事業なものですから、⼿を挙げましたけれども、なかなか当ててもらえませんでし
た。実質的には、前年度に遊佐町はやっているのでしょうということもあったのかもしれません。そん

な中でいくと、新庄と鶴岡と遊佐と⼭形県ですか、４つが⼿を挙げて先進的な取り組みをしたと。
  今まさにエネルギーの安定確保というのが実は国にとっては物すごく、特に電気ですか、⼤きな課題

だと思っています。今国⾃体が海岸法、国⼟交通省の指針によりますと、海岸法基準を緩めるのだと６
⽉30⽇にも国⼟交通省が⽰しております。そして、我が町でいけば国定公園の中でどのような形で活⽤

ができるのか、⼈間⽣活のいわゆる安全とエネルギーの獲得という形は、やっぱりエリア的な問題が⾮
常に⼤きな課題としてはあると思いますけれども、もう⼀つはただ捨てている温泉熱、これをどうに

か、先ほど熱効率の話もありました。灯油を燃やすということは、化⽯燃料を燃やすということですか
ら、ＣＯ２の排出につながるわけですけれども、ヒートポンプで何とか半分ぐらい油の消費を落とせな

いものかな。特に温泉施設等については、⼤変な１年間の油のいわゆる燃焼量があるわけですので、そ

れらも含めれば何とかそれをヒートポンプ、熱交換でそれを獲得できることによって⼤きな、財政的に
も、それから実はああいう施設の維持管理についてもコスト的にも物すごく安定的に安くなるであろう

と考えますので、消極的ではなくて積極的に、だけれども振興計画にないものを先取りするという形
で、もう契約しましたよ、だけれども計画にはありませんでしたよという形はあってはならないだろう

と思っています。やっぱり町の振興計画にのせながらそれらをしっかりと、そしてこの地で得られる⾃
然エネルギーの保存量をしっかり視野に⼊れながら獲得の努⼒を積み重ねてまいりたいと、このように

思っています。
  以上であります。
委員⻑（髙橋久⼀君）  ３番、髙橋透委員。

３ 番（髙橋 透君）  ⼀般質問の答弁よりも⼀歩前進した答弁になったのかなというふうに思います
が、やはり遊佐町のこの⼩さな⾃治体のことを考えますと、何もかもできるわけではないということ

は、これは皆さんご承知のとおりだと思います。マイクロ⽔⼒発電とか、そういう⼩規模なものは多分
利⽤は可能であろうとは思いますけれども、しかし遊佐町が環境に関しては全国の⾃治体としても先進

地としてきておりますので、やはり新エネルギーに関してもエネルギーの先進地として名を上げればい
いのではないかなというふうに私は思います。

  エネルギーに関していえば庄内というのは、私前回の議会でもちょっと質疑、質問しましたけれど
も、波⼒発電というので鶴岡の由良沖で海明というので実験、⼀応成功しております。1987年にも酒

⽥港の防波堤にケーソンを設置して、そこでも実験が成功して発電したというような、波⼒発電に関し
ては庄内が先進地であったと。その後なぜか波⼒発電の利⽤というのがなくなったわけですけれども、

やはり先進地だということが１つあります。



  今⾵⼒に関しても、地上の⾵⼒発電だけでなくて洋上に⾵⼒発電を設ければいろいろと環境の⾯でも
被害が防げるというようなこともありますので、やはり⾵⼒発電とあわせて、例えば洋上に⾵⼒発電を

設けることで、それとあわせて波⼒発電も同じ⼀つの施設として、⾵⼒はたしか⾵が強過ぎるととめな
ければいけないという前お話ありました。そういうときに波⼒でもって発電すると、補って発電すると

いうような、そういうことを考えてもいいのではないかなと。これは、遊佐町でできる問題ではありま
せん。ですので、それは誘致すると。そういう企業を遊佐町に誘致、遊佐町か酒⽥かわかりませんが、

誘致してというようなことで今お話ししているわけですけれども、誘致すれば、やはり企業誘致とかで
雇⽤をふやすということを今遊佐町⽬指しているわけですが、そういう新エネルギーの施設を誘致する

ことによってまた雇⽤にも結びつくというふうに考えますので、その辺のところ、町⻑、最近⾏動⼒が
増して、あっちこっちに⾶んでいらっしゃるというお話もありますので、その辺のところでやってみる

という、そのようなお考えはありますか。
委員⻑（髙橋久⼀君）  時⽥町⻑。

町 ⻑（時⽥博機君）  実は７⽉の14⽇、我が町で⾵⼒発電やりたいという申し⼊れがあった、⺠間会
社が、⼤⼿の会社がありましたけれども、私はその時点で国がどのような施策をこのエリアで許容して

くるか、エリア的な問題で、法律的な問題でそれクリアできなければ⼤変難しいでしょうという話は申
し上げました。ただ、⼈間の⽣活⾃体にリスクのないような形でやっていただけるのであれば、それは

よろしいのではないですかと。町としてどうでしょうかということでしたので、地域の皆さんがリスク
をしっかりと管理できるという形でなら⽀援はしていいですよとお答え申し上げました。

  ただ、⼭形県３区のある国会議員の事務所に私お邪魔したときに、九州⼤学のいわゆる海上⾵⼒もや

ろうよというような話もありましたけれども、物すごく⼤きなプロジェクトで、こんなちっちゃな町が
やれるような形ではなかったという。だけれども、⼀⽣懸命、これ⽇本的な問題として、⽇本の課題と

して取り組んでみたいなという、そんな国会議員の先⽣いらっしゃいましたので、いや、すばらしい計
画ですねというお話をさせていただきました。特に環境⾃治体会議に参加している町でございまして、

我が町で全国の環境⾃治体会議も開催された経緯もあるわけですけれども、昨年の環境⾃治体会議のＬ
ＡＳ―Ｅの検査にちょうど中央から、環境⾃治体会議の本部のほうから町に視察、それからＬＡＳ―Ｅ

に検証においでいただいた⽅に、いや、ことしは22年度はエネルギーのまさに新元年なのですよという
話をしました。ソーラーのお⽶の乾燥施設にマイクロ⽔⼒にヒートポンプのあれに⾵⼒にと⾔ったら、

いや、全国でこんなやっているところはここしかないですよという⾮常にありがたいお話をいただきま
した。いろいろ、バイオマスではこことか、それはここという形はやっているのでしょうけれども、あ

れもこれもと欲張りだという⾔い⽅はしなかったのですけれども、お⽶の主産地である遊佐にとっては
ソーラーのお⽶の乾燥施設というのはやっぱり物すごい発信の武器でしょうね、それからヒートポンプ

にはびっくりしていました。ああ、地下⽔でそんなことできるのでしょうかねということで、やって評
価していただきました。これらを議会の皆さんからも、遊佐は実は全国の環境⾃治体会議に⽐べても遜
⾊ないほどのすばらしいことやっていると、まさに中央からおいでいただいた皆さんからそんな評価を

いただいたということでありました。私は、余り⼝下⼿でして、コマーシャル下⼿なのですけれども、
やることだけはすごいですよねという評価をいただいて、⾮常にありがたく思ったところです。



  以上です。
委員⻑（髙橋久⼀君）  ３番、髙橋透委員。

３ 番（髙橋 透君）  波⼒発電に関してもことし三井造船が太平洋側に、東京都の⽀援を受けて今実
験に⼊っています。来年から始まるということですので、いろいろそういう国会議員の先⽣にお願いし

てもいいですので、そういう企業と結びつけて、ぜひ先進地である庄内に、これは⼭形県のこれからで
きる新エネルギーの戦略とも合致していますので、その辺情報を、アンテナを⽴ててつないでいただけ

ればというふうに思います。ここの項は、これで終わります。
  ちょっと質問が⽣活に密着した質問になりますが、49ページの13節委託料、⼀般廃棄物収集業務委

託料の1,824万円という、これは⼤体わかりますが、ここのところちょっと説明お願いします。
委員⻑（髙橋久⼀君）  池⽥地域⽣活課⻑。

地域⽣活課⻑（池⽥与四也君）  お答えをいたします。
  この委託料1,800万円強については、⽉曜⽇から⾦曜⽇まで、町内各集落にごみステーションを置い

て、分別をお願いをしながら搬出をしてもらっているそのごみの収集運搬業務委託料にかかるものでご
ざいます。⽉152万円の12カ⽉分ということでの⾦額でございます。

  以上です。
委員⻑（髙橋久⼀君）  ３番、髙橋透委員。

３ 番（髙橋 透君）  これは、わかっていることでしたが、ごみ出し、⼀般のごみと、それから粗⼤
ごみという、それを別にして⼀応収集しているわけですが、粗⼤ごみの定義というか、⼤きいのが粗⼤
ごみなのかどうか、その辺基準があるのかどうか、その辺お願いします。

委員⻑（髙橋久⼀君）  池⽥地域⽣活課⻑。
地域⽣活課⻑（池⽥与四也君）  お答えをいたします。

  この⼀般廃棄物収集業務につきましては、通称廃掃法と⾔われる廃棄物の処理及び清掃に関する法律
にのっとって年間計画を町で⽴てる形で、粗⼤ごみもその⼀環として、通常の⼀般廃棄物とは分けて、

年２回、春、秋、特別収集というような形で⾏っているわけですが、全体計画でやっているわけです
が、粗⼤ごみの定義については廃掃法でもその他の法律でも定義はございません。では、何でそういう

形で町で指定をしてやっているのかというのは、受け⼊れ先でありますクリーン組合のほうでの受け⼊
れの態勢に応じた形で⾏っているというものでございます。

  以上です。
委員⻑（髙橋久⼀君）  ３番、髙橋透委員。

３ 番（髙橋 透君）  何でこんな話を聞いたかというと、ごみを出すときに指定の袋に⼊れて出すわ
けですが、袋には⼤中⼩があります。⼤というのは、かなり⼤きな袋です。それに粗⼤ごみというよう

な⾔われ⽅をしている例えばじゅうたんみたいなやつ、２畳くらいのじゅうたん、それを折り畳んで⼊
ったので、出したけれども、それだけ置かれて袋だけ持っていかれたという、そういう話があったの
で、例えばじゅうたんというのがもう粗⼤ごみという定義で、それは⼀般ごみとしては収集しませんよ

ということでそういうことになったのか、袋に⼊れば普通の⼀般ごみではないかという話をしている住
⺠もいるので、その辺のところはどうなのでしょうか。



委員⻑（髙橋久⼀君）  池⽥地域⽣活課⻑。
地域⽣活課⻑（池⽥与四也君）  お答えをします。

  １年を通じたごみの収集については、ごみカレンダーというものも作成をしまして、年度当初各区⻑
さんを通して全⼾に配布する形で、そのポスターといいますか、カレンダーに分別の形態、収集⽇、こ

ん包の仕⽅、袋の指定、そういったことも含めて、その中で指導、啓発というふうなことをしながら、
これクリーン組合に所属する⾃治体のほぼ同⼀のルールとしてお願いをしているというものでございま

す。そのお願いにあっては、町で委嘱をする環境推進員でつくる連合会の皆さんとも協議の上、例えば
袋に記名、お名前を書いてもらっておりますが、必ずしもこれは統⼀のルールではなくて、遊佐町が連

合会の皆さんと申し合わせをするという形で、いわゆる遊佐町ルールとしてお願いするといった形で、
そういった⼀つ⼀つの取り決めの中で町⺠の皆さんにお願いをしているというものでございます。

  以上です。
委員⻑（髙橋久⼀君）  ３番、髙橋透委員。

３ 番（髙橋 透君）  具体的にごみ袋に⼊るものは⼀般ごみとして出していいのかどうなのか。例え
ば最近では、粗⼤ごみを⾃分でいろいろと解体して⼀般ごみとして出すと。ほかの⾃治体では、そうい

うふうにして⼀般ごみとして出すことも許容しているということも聞きますが、遊佐町の場合はどのよ
うな⾒解なのでしょうか。

委員⻑（髙橋久⼀君）  池⽥地域⽣活課⻑。
地域⽣活課⻑（池⽥与四也君）  お答えします。
  何度も申し上げますけれども、必ずしもその取り決めについて、ルールについては他市町と⼀定では

ございませんが、ほぼ統⼀のルールで⾏っております。袋に⼊ればいいのか悪いかという単純なお話に
関しては、カーペットとか同じ粗⼤ごみ指定のごみでもちっちゃいものもあるわけです、ラジカセだと

か。そういったもの⼀応分別上粗⼤ごみに分類されるのですが、その辺は徹底して環境推進員さんを通
してお願い、正しいごみの出し⽅というふうなことで、モラルに訴えていくしかないかなというふうに

思っておりますが、また同じ⼊るという意味で分解をしてということになると、なかなかその実態が収
集、運搬の段階ではつかめないということが１つ。もう分解してしまえば実態、形態としては粗⼤ごみ

という扱いにはならないかとは思うのですが、その辺は町⺠の良⼼の中で、我々は常に減量というもの
をお願いしているわけです。３Ｒ、リデュース、リサイクル、リユースという３つの、３Ｒの運動もし

ております。粗⼤ごみと⼀⼝に⾔っても、その粗⼤ごみがクリーン組合に回れば資源化できるものは資
源化をし、できないものは埋め⽴て、あるいは焼却というような形で、とにかくコストのかからないよ

うな取り組み、全体の中でのルールづけというふうなことでございますので、その辺のご理解も町⺠の
皆さんからしていただいてということになろうかと思います。

  以上です。
委員⻑（髙橋久⼀君）  ３番、髙橋透委員。
３ 番（髙橋 透君）  よくわからないのですが、要するにラジカセとか、そういうものというのは粗

⼤ごみというのではなくてまた別のごみとして出しているのではないでしょうか。私が⾔っているの
は、焼却できるようなものです。例えば机とかなんとかというのを切断して、最近とても切れるのこぎ



りというのが出ていて、それで切断してコンパクトにまとめてごみに出せますよというような、そうい
う何か広告宣伝をしているということなので、それに対して住⺠がそれで遊佐町はいいのですかという

ことなので、その辺のところを答えていただかないと私もアドバイスができないということなのです
が。

委員⻑（髙橋久⼀君）  池⽥地域⽣活課⻑。
地域⽣活課⻑（池⽥与四也君）  お答えいたします。

  分解、切断をしていいか悪いか、うちのほうで１点１点その内容に応じてこれまでも問い合わせがあ
れば答えてきました。例えば⽊製の机を分解をして、たしか１メートルでしたか、１メートル⼤の⼤き

さでこん包を２カ所してもらって出してもらえれば、それはそれで⼀般廃棄物として出していただくと
いうことで了解せざるを得ないのかなとは思いますが、あえてそのことをそれがいいから、そのように

出しなさいというようなことの奨励はするつもりはございません。
  以上です。

委員⻑（髙橋久⼀君）  ３番、髙橋透委員。
３ 番（髙橋 透君）  よくわかりました。

  それでは、次いきます。71ページの６⽬都市計画事業費、13節の委託料、この200万円という⾦額
が不⽤額として出ておりますが、これを説明よろしくお願いします。

委員⻑（髙橋久⼀君）  池⽥地域⽣活課⻑。
地域⽣活課⻑（池⽥与四也君）  お答えをいたします。
  200万円すべてが不⽤額として出ました。いわゆる計画⾏政という考えにのっとって予算化を図る前

に実施計画に、振興計画に計上して、こういった形での予算化を200万円図ったわけでありますが、当
初都市計画区域道路再編協議事業というふうな形で振興計画に位置づけました。その際も200万円とい

うふうなことで計上させていただき、その計画に従いましていわゆるコンサルにお願いをするような形
で、遊佐町全体の道路網図を含めた⻘写真を描こうという⽬的で当初予算に計上したものでありました

が、予定どおり実⾏が図られなかったということでございます。
  以上です。

委員⻑（髙橋久⼀君）  ３番、髙橋透委員。
３ 番（髙橋 透君）  都市計画事業に関しては、先ほども町⻑お話ありましたけれども、都市計画税

の停⽌という形になっております。都市計画事業は、計画税がなくてもできるということなのだと思い
ますが、都市計画事業の策定というか、そういうものは始まっているのでしょうか。

委員⻑（髙橋久⼀君）  池⽥地域⽣活課⻑。
地域⽣活課⻑（池⽥与四也君）  お答えをいたします。

  これまでも過去の議会で何度か都市計画事業のあり⽅についてご議論をされ、また遊佐町の都市計画
指定の歴史も含めて、経過も含めて⼀般質問等の中でその辺の説明をさせていただいておったようでご
ざいます。その中⾝について、決定等のいきさつについては省略をさせていただきますが、その計画づ

くりの⼀環としまして、都市計画道路の路線網を描いてその計画の決定を⾒ておりますし、なかなか
遅々と進まない状況の中でありますけれども、道路網の構想に従った実現をこれまでも求めてきたとい



うところであります。都市計画事業そのものについては、環境整備的な意味合いのものも含めて、都市
計画税をもって平成19年度から21年度までは都市計画事業、認可事業としまして、町体の周辺の街区

道路３路線と、それから中央公園の整備をしたといったところが最近の顕著な事業というようなこと
で、その他認可を受けてやってきたというのはなかったかなと、近年では少なくともなかったかなとい

うふうに認識をしております。
  以上です。

委員⻑（髙橋久⼀君）  ３番、髙橋透委員。
３ 番（髙橋 透君）  この都市計画事業というのは、やはりこれも政策的なもので、町⻑のほうから

先ほど12番委員に対する答弁の中で、町が元町の活性化のためにやらなければいけない時期かなという
ような答弁ありましたので、町⻑、よろしくお願いします。

委員⻑（髙橋久⼀君）  時⽥町⻑。
町 ⻑（時⽥博機君）  お答えを申し上げます。

  都市計画事業としてこれは実⾏はなされなかったと。ただ、今町道の浮橋―鶴⽥線を延伸することに
よって、それらはまだ今完成していないのですけれども、今年度中何とかあそこ信号をつけて、動線の

⾒通し、信号の獲得の⾒通しがつきましたので、それらはやっぱり道路維持改良費でまず進めてまいり
たいと思っております。そして、まさに遊佐町の舞鶴地区の、そして体育館があって、⽣涯学習センタ

ーと図書館あって、トレーニングセンターあってというあのエリアをどうやってよそから来た⼈が真っ
すぐ⼊れるという形のエリアとして形成していくか、これから⻘写真しっかりとつくりながら進めてい
かなければならないと思っています。まさに住んでもらえる魅⼒のある町の⼀つにしていきたいと、そ

んな思いであります。
  確かに道路はできました。そして、実は歩道のチェーンも、町づくり座談会、町政座談会で回ってい

ましたが、あれは⾞道につく歩道としてはああいうチェーンでは道路構造令に違反するのだというご指
摘をいただきながらあそこ直してきたという経緯もございましたので、そして⼋ツ⾯川というまさに町

の誇りとする、そして地域の皆さんがしっかり⽔環境を維持管理してくれるあのエリア、残念ながら今
まで⽥んぼのまま、地価が⾼いということで⼿が出せないでいましたけれども、今ここ道路、うち建て

るのですかという、実はちょっと痛い、だめだという⽅もいらっしゃるのです。あそこは、⼟地改良事
業が⼊っていないので、蛍がいっぱいいるのだから、蛍いっぱいいるところ、こんなところ開発しない

でというような⼀部の⽅がいらっしゃるという話も聞いていますけれども、まさに町の真ん中に、蛍も
⼤切に保護もしなければならないのでしょうけれども、⼈から住んでもらえる、特に遊佐⼩学校の先⽇

私運動会⾏ったとき、⾮常に残念だったのです。⾬の中で残念ながら体育館での開会式でした。遊佐⼩
学校が230⼈⾜らずの学校であってはならないであろうと思っています。やっぱり１学年２クラスぐら

いの遊佐⼩学校にしていかなければと、そんな思いをしています。特に町のリーダー的な遊佐⼩の⽣徒
数の減少にもう本当に驚愕とした思いがあります。やっぱりここには若い⼈、まさに遊佐の町の役場の
あるところ、町の中⼼部に住みやすい環境を整える、こんな意味でいくと、この事業費今年度は使わな

かったのですけれども、まさにいろんな都市計画等つくり上げていかなければならない直だと思ってい



ます。残念ながら22年度はほかの予算で道路はしっかりと準備しているということをご理解いただけれ
ばと思っています。

委員⻑（髙橋久⼀君）  ３番、髙橋透委員。
３ 番（髙橋 透君）  若い⼈に聞くと、住みたい町というのの⼀番というのはやはり住む環境がいい

ということなのです。だから、遊佐町が定住政策を進めるに当たっていかに若者を定住させるかという
ことを考えた場合には、やはり町の、特に元町が空洞化しているような状況ではなかなか若者は定着し

ないということがありますので、この辺も時間をかけても元町の活性化のためにやっていかなくてはい
けないのではないかなということを思いますので、よろしくお願いいたします。

  それでは、今度は産業課の52ページですが、３⽬の農業振興費、13節の委託料、農業振興委託料の
155万円、これの説明お願いします。

委員⻑（髙橋久⼀君）  佐藤産業課⻑。
産業課⻑（佐藤源市君）  お答えいたします。

  こちらの緊急雇⽤創出事業によります職員の採⽤ということでございます。
委員⻑（髙橋久⼀君）  ３番、髙橋透委員。

３ 番（髙橋 透君）  ちょっと無理無理でしたけれども、農業振興ということで了解しました。
  農業振興ということで、農業委員会では前農業委員会の会⻑のときにサツマイモでもって焼酎、耕作

くんというヒット作品、商品を出されました。会⻑かわりましたが、阿部会⻑のほうでこれから考えて
いるアイデアとかありましたら、短⽬で結構ですので、よろしくお願いします。

委員長（髙橋久一君）　　阿部農業委員会会長。

農業委員会会⻑（阿部⼀彰君）  私が暇そうにしているということで⼤変お⼼遣いありがとうございま
す。

  ただいま質問ありましたけれども、今まさに稲刈りが始まりました。この間⽔稲の放射能汚染予備調
査でも検出されなかったということで⼀安⼼をしておるところでありますが、20⽇の⽇に本調査の結果

が出るということで、まだ全部、全体的に安⼼できるわけではございませんけれども、まずは検出され
ないと願うのみでございますし、豊作であってみんなが喜べるようになればいいなと⼤変思っていると

ころであります。ただいまのご質問については、平成21年の12⽉に農地法の改正がありまして、その
ときに遊休農地違反転⽤など、農地パトロールの強化ということで農業委員の仕事が課せられたわけで

すけれども、その段階で前会⻑の髙橋会⻑が⻄⼭のいわゆる耕作放棄地にサツマイモを植えようという
提案をしていただきまして、その後焼酎プロジェクトということで、みんな酒飲みが多いものですか

ら、そのときいわゆる焼酎をつくるのだということで⽴ち上げたわけです。そのときは、余り耕作地の
条件がよくなかったようで、芋が余り豊作でなかったという関係で、21年度においては500本ほどの焼

酎のでき上がりでした。去年は、農業委員会では直接芋の耕作からは⼿を引いて、個⼈の農家にお願い
をしたわけです。ただ、私たちも最初に発案した以上、⾒守らなければいけないということで植えつけ
と収穫はお⼿伝いをしております。ことしもしておりますけれども、新たにということは今は考えては

おりませんけれども、まず今まで私たちがやってきたものが、去年は2,000本ちょっとほど焼酎つくら
れたということで、来年と⾔えばいいか、来年の24年の３⽉ころになれば、今度はことしは5,000本ぐ



らいを⽬標にしているということですので、それらが遊佐の特産になりますように私たちも後ろから後
押しをしながら協⼒していきたいと考えてはおります。直接この次何をするのだというような考え⽅

は、今のいわゆる放射能問題がある程度落ちつくまでは何も考えられないような状況ですので、今のと
ころはまずこの辺の答弁でよろしければ何とかお願いします。

委員⻑（髙橋久⼀君）  ３番、髙橋透委員。
３ 番（髙橋 透君）  焼酎、耕作くんをこれからもバックアップしていきたいというお話でした。ど

うもありがとうございます。
  では、ちょっと⾶ばしまして教育課のほうにいきます。78ページ、３⽬研究所費、19節の負担⾦補

助及び交付⾦の⾃然⽣活体験総合学習実践事業補助⾦57万円、それから地域体験学習事業補助⾦42万
3,000円というのがありますが、これの説明をお願いいたします。

委員⻑（髙橋久⼀君）  菅原教育課⻑。
教育委員会教育課⻑（菅原 聡君）  答弁いたします。

  負担⾦等に盛られております⾃然⽣活体験総合学習実践事業補助⾦57万円ですけれども、これは町内
各⼩学校の５年⽣になりますけれども、宿泊体験ということで４泊５⽇、海浜⾃然の家を利⽤しまし

て、そこに⼊りまして、海、⼭、川、いわゆる野外活動を中⼼とした体験活動をすると、実践学習をす
るということでございます。それに対する補助でございます。

  もう⼀点は、地域体験学習事業補助⾦ということでございますけれども、これ42万3,000円というこ
とですが、これは遊佐中学校の活動に対する補助でございます。中学校１年⽣を対象とした事業でござ
いまして、海岸清掃、野外活動、あるいは町内めぐりなどの事業内容になってございまして、いわゆる

地域理解を深めるということと集団⽣活のルールを学ぶというようなことで中学校のほうで実施してい
る事業でございますが、それに対する補助⾦でございます。

委員⻑（髙橋久⼀君）  ３番、髙橋透委員。
３ 番（髙橋 透君）  この事業というのは、町⻑の肝いりで⾏われているというようなお話を聞きま

した。⼦供たちにたくましく育ってほしいというような町⻑の思いがあるというようなことでやられて
いるということで、⼦供のときのそういう体験というのは、私もいろいろ林間学校とか吹浦⼩学校に泊

まったという記憶がまだ鮮明にあります。やはり⼦供たちが⼤きくなったときにふるさとから出た⼈は
ふるさとを思い出すという、そういうこともありますので、それに関しては私も評価しております。

  遊佐町の教育振興基本計画というのを配られました。私も読みましたが、すばらしいのではないかな
と私⾃⾝は思いました。⼦供の場合は、元気で遊んでほしいというふうなこと⾔うと結構受けるわけで

す。受けるわけですが、やはり学校というのは学びやということなので、学びが必要だということで、
学びが１番⽬に出ているというのは、これは学校教育に関してはこれはよかったのではないかなと私は

評価します。今回限りで佐藤教育委員⻑が勇退されるということなので、遊佐教育振興基本計画仕上げ
られて勇退されるわけですが、その辺のところ⼀⾔いただければありがたいです。

  これで私の質問終わります。

委員⻑（髙橋久⼀君）  那須教育⻑。



教育⻑（那須栄⼀君）  ここの予算につきましては、今課⻑申し上げたとおりでございますが、なかん
ずく体験を通して学ぶ、私は学⼒だと思っておりますけれども、⼤変⼤事にしたいと。実は⽂部科学省

でも推奨しているのです。東京の武蔵野が１週間以上かけて⻑野とか遊佐にも来て、最近やめる流れに
なって、原発の理由等もありまして、なりましたけれども、⼤事にしている市、町はあります。そうで

ない市、町もあるのですけれども、武蔵野も遊佐町もそういう意味ではすばらしい教育のお⾦のかけ⽅
をしているのではないかと。⼤体４年⽣、５年⽣の⼦供が親元を離れて、⾃分でシーツ畳んで、布団を

畳んで、寝起きすると、それだけでもすばらしい今の⼦供たちから⾒れば経験なのです。それが恵まれ
た海、川、⼭にフィールドを広げてできるということは、⼤変すばらしい活動ではないかなと。そうい

うことで、特に⽣きる⼒⾔われるわけで、どんどん便利になってきているものですから、感性といいま
すか、美しいものは美しいと。あれ吹浦、⼥⿅からも、滝ノ浦もそうですけれども、⼣⽇⼊るとき、そ

ういうものを⾒たこともない、経験したこともない、朝⽇が上るのもそうですけれども、実は多いので
す。そういう原体験をどんどんこういう恵まれた環境の遊佐町でさせて、そういうものを⼟台にして、

さらに学⼒、いろんな学⼒のとらえ⽅ありますけれども、何か新しい指導要領になって教科書が３割厚
くなったと⾔われますけれども、その分は３割詰め込むのだという、詰め込む量が多くなるのだという

誤解が⼀般の⽅にはあるようですけれども、そうではないのです。教科書が厚くなったと同じようにい
ろんな体験を通して、⽣きた学⼒として働くもの、もっともっと遊佐の⼦供たちには、⼩学校も中学校

も、その先も続けていただくように先⽣⽅からも学校からも頑張っていただきたいということで気合い
かけていますけれども、なかなかいかないところもありますので、今後にご注⽬いただきたいと思いま
す。そういうことで、委員⻑、よろしいでしょうか。

委員長（髙橋久一君）　　佐藤教育委員会委員長。

教育委員⻑（佐藤多嘉⼦君）  最後ということで私のほうに⽩⽻の⽮が⽴ちました。

  先⽇配られました遊佐町基本計画の構想ですけれども、私も後で最後のあいさつで述べようと思った
のですけれども、これからの厳しい時代に⼦供たちが⾃分の⼒でたくましく⽣きていけることが何より

もこれからの、遊佐町に限らず、どんな地域の⼦供たちも⼤切なことかなと思ってその基本計画を完成
させました。

  教育⻑さんが今述べたように、私たちの遊佐町の教育を⾒ますと、私も18年間務めさせていただきま
したけれども、⻑い間遊佐町では本当に教育に対する⼤変な熱い思いが先⼈から脈々と引き継がれてい

るのではないかなと思いました。先ほどただいま質問にありました⾃然⽣活体験というのもこの辺の庄
内の地域では先んじて⾃然体験学習をさせたと思っておりましたところ、今教育⻑さんがおっしゃった

ようにもっと上には上がいて、武蔵野市では10⽇間も⼦供たちを遠いこの遊佐町に滞在させるという、
本当に広く⾒ればもっともっと先進的な教育があるのだなと思っております。以上でよろしいでしょう

か。
３ 番（髙橋 透君）  ありがとうございます。
委員⻑（髙橋久⼀君）  これで３番、髙橋透委員の質問は終了いたしました。

  ほかに質疑はございませんか。
  （「なし」の声あり）



委員⻑（髙橋久⼀君）  ないようでございますので、これをもって質疑を終了します。
  続いて、討論を⾏います。

  （「なし」の声あり）
委員⻑（髙橋久⼀君）  ないようでございますので、これをもって討論を終了します。

  お諮りいたします。本特別委員会に審査を付託されました認第１号 平成22年度遊佐町⼀般会計歳⼊
歳出決算、認第２号 平成22年度遊佐町国⺠健康保険特別会計歳⼊歳出決算、認第３号 平成22年度

遊佐町⽼⼈保健特別会計歳⼊歳出決算、認第４号 平成22年度遊佐町簡易⽔道特別会計歳⼊歳出決算、
認第５号平成22年度遊佐町公共下⽔道事業特別会計歳⼊歳出決算、認第６号 平成22年度遊佐町地域

集落排⽔事業特別会計歳⼊歳出決算、認第７号 平成22年度遊佐町介護保険特別会計歳⼊歳出決算、認
第８号 平成22年度遊佐町後期⾼齢者医療特別会計歳⼊歳出決算、認第９号 平成22年度遊佐町⽔道

事業会計決算、以上９件について、これを原案のとおり承認することにご異議ございませんか。
  （「異議なし」の声多数）

委員⻑（髙橋久⼀君）  ご異議なしと認めます。
  よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。

  それでは、本会議に報告する案⽂作成のため、恒例によりまして、各常任委員会及び議会運営委員会
の正副委員⻑は直ちに委員会室にお集まり願います。

  案⽂作成が終了するまで休憩いたします。
  （午後２時５９分）
 

              休                 憩
 

委員⻑（髙橋久⼀君）  休憩前に引き続き会議を開きます。
  （午後３時３０分）

委員⻑（髙橋久⼀君）  報告⽂の案⽂ができましたので、事務局⻑をして朗読いたさせます。
  ⼩林議会事務局⻑。

局 ⻑（⼩林栄⼀君）  報告書案⽂を朗読。
委員⻑（髙橋久⼀君）  本特別委員会の審査の結果につきましては、ただいま局⻑朗読のとおり本会議

に報告することにご異議ございませんか。
  （「異議なし」の声多数）

委員⻑（髙橋久⼀君）  ご異議なしと認めます。
  よって、局⻑朗読のとおり本会議に報告することに決しました。

  これをもって決算審査特別委員会を閉会いたします。
  ご協⼒まことにありがとうございました。
  （午後３時３３分）
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